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第
四
章　

細
川
忠
興
・
忠
利
父
子
の
名
古
屋
城
石
垣
普
請後

藤　

典
子

は
じ
め
に

　

こ
の
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
史
料
が
語
る　

名
古
屋
城
石
垣
普
請
の
現
場
」
で
は
、

現
在
熊
本
大
学
で
調
査
中
の
細
川
家
筆
頭
家
老
松
井
家
の
文
書
と
、
八
代
市
立
博
物

館
の
報
告
書
の
松
井
文
庫
の
文
書
、
永
青
文
庫
細
川
家
の
史
料
か
ら
、
細
川
家
の
名

古
屋
城
公
儀
普
請
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
細
川
家
の
御
普
請
の
史
料
の
中
か
ら
、
石

の
切
り
出
し
と
石
垣
の
構
築
、
そ
の
過
程
で
の
細
川
忠
興
・
忠
利
父
子
の
生
々
し
い

葛
藤
に
注
目
し
、
名
古
屋
城
普
請
に
代
表
さ
れ
る
公
儀
普
請
の
意
味
に
つ
い
て
考
察

し
た
。
な
お
、
論
文
中
の
史
料
番
号
は
、
八
代
市
立
博
物
館
の
松
井
文
庫
所
蔵
古
文

書
調
査
報
告
書
の
も
の
は
「
松
」、
熊
本
大
学
所
蔵
松
井
家
文
書
の
も
の
は
「
熊
松
」

で
表
記
す
る
。

一　

大
名
家
に
よ
る
石
材
切
り
出
し
の
実
像

　

慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）、
徳
川
家
康
は
正
月
二
十
五
日
に
清
洲
城
に
入
り
数

日
滞
在
し
、
名
古
屋
の
地
を
調
査
さ
せ
て
、
城
郭
経
営
の
指
図
を
す
る
。
同
年
二
月

二
日
に
は
、
牧
助
右
衛
門
（
長
勝
）・
佐
久
間
河
内
守
（
政
実
）
な
ど
普
請
奉
行
五

名
が
任
命
さ
れ
、
十
一
月
十
六
日
に
は
、
そ
の
う
ち
の
牧
助
右
衛
門
が
築
城
の
検
地
、

地
割
、
縄
張
を
始
め
る
。
そ
し
て
翌
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
正
月
九
日
か
ら
、

地
割
、
縄
張
が
本
格
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
（
城
戸
久
著
『
日

本
城
郭
史
研
究
叢
書
第
六
巻 

名
古
屋
城
と
天
守
建
築
』
名
著
出
版
、一
九
八
一
年
）。

　

当
時
小
倉
藩
主
だ
っ
た
細
川
家
で
は
、
慶
長
十
五
年
正
月
十
九
日
に
普
請
の
多
く

の
侍
衆
が
い
っ
せ
い
に
小
倉
を
出
船
す
る
。【
史
料
一
】
は
、
細
川
家
家
老
衆
の
三

人
か
ら
、
細
川
家
の
名
古
屋
城
普
請
奉
行
の
中
嶋
左
近
・
岡
村
半
右
衛
門
・
戸
田
助

左
衛
門
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
達
書
の
写
で
あ
る
。　

　【
史
料
一
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　

一
、
正
月
十
九
日
小
倉
出
船
、
同
廿
九
日
伏
見
御
屋
敷
に
て
大
塚
二
郎
左
衛
門

尉
ニ
あ
ひ
候
て
着
到
ニ
付
可
申
事
、

　
　

一
、
伏
見
・
京
ニ
五
日
逗
留
、
二
月
四
日
可
罷
立
事
、

　
　

一
、
同
八
日
、
尾
張
名
古
屋
へ
着
候
事
、

　
　

一
、
尾
州
小
屋
廻
か
こ
い
之
事
、

　
　

一
、
御
普
請
組
合
彦
六
殿
・
右
衛
門
大
夫
殿
・
毛
利
伊
勢
守
殿
相
組
ニ
成
候
様

ニ
可
仕
事
、

　
　

一
、
小
屋
も
普
請
場
も
組
衆
を
脇
ニ
置
候
而
御
家
中
衆
中
ニ
在
之
様
ニ
可
仕
事
、

　
　

一
、
武
具
者
、
弓
・
鑓
・
鉄
炮
斗
可
被
持
候
事
、

　
　

一
、
自
身
之
衆
、
知
音
・
縁
者
参
会
之
儀
、
別
紙
ニ
御
帳
在
之
事
、

　
　
　
　
　
　
　

以
上
、

　
　
　
　

慶
長
拾
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
井
佐
渡
守

　
　
　
　
　

正
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

康
之　

在
判　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沢
村
大
学
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
重　

在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
々
山
隼
人
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

興
良　

在
判

　
　
　
　
　
　
　

中
嶋
左
近
殿

　
　
　
　
　
　
　

岡
村
半
右
衛
門
殿
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定
し
て
あ
り
、
普
請
組
合
の
三
家
は
、
親
し
い
と
い
う
以
上
に
、
同
じ
家
中
と
考
え

て
い
た
。
姻
戚
関
係
の
稲
葉
・
木
下
に
つ
い
て
は
慶
長
十
一
年
の
江
戸
城
普
請
（
熊

松
五
四
九
〇
）、
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
の
駿
府
城
普
請
で
も
「
家
中
同
前
」

の
掟
書
が
あ
る
（
熊
松
九
・
一
二
九
）。
名
古
屋
城
普
請
の
掟
書
で
は
、
も
し
こ
の
三

家
が
両
隣
に
な
ら
な
か
っ
た
ら
境
目
を
残
し
置
い
て
隣
の
家
中
に
は
構
わ
ず
石
垣
を

築
い
て
後
か
ら
仕
立
て
る
こ
と
（
第
一
四
条
）
と
し
て
お
り
、
石
垣
構
築
よ
り
他
家

中
と
の
衝
突
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
五
条
と
一
四

条
を
書
き
抜
い
て
お
こ
う
。

　【
史
料
二
】（
第
五
条
、
第
一
四
条
抜
粋
）　

　
　

一
、
与
所
ニ
喧
嘩
在
之
共
、
見
物
も
か
た
く
停
止
、
若
相
背
者
、
急
度
可
成
敗
、

稲
葉
彦
六
殿
・
木
下
右
衛
門
大
夫
殿
・
毛
利
伊
勢
守
殿
家
中
申
事
あ
ら
ハ
、

此
方
家
中
同
前
ニ
覚
悟
可
仕
事
、　

　
　

一
、
此
方
之
普
請
場
と
他
所
之
町
場
と
の
間
ハ
稲
葉
彦
六
殿
・
木
下
右
衛
門
太

夫
殿
・
毛
利
伊
勢
守
殿
三
人
之
内
を
入
候
様
ニ
可
仕
候
、
万
一
其
分
に
不
成

所
候
者
、
堺
目
を
残
置
、
他
所
之
者
ニ
不
構
様
ニ
跡
ニ
可
仕
立
事
、

　
　
　
　

（
正
月
十
九
日　

小
笠
原
民
部
少
輔
・
長
岡
内
膳
正
・
中
嶋
左
近
・
岡
村

半
右
衛
門
・
戸
田
助
左
衛
門
・
藪
大
隅
守
宛
て
、
熊
松
四
二
〇
七
）

　

な
お
、
宛
所
の
中
嶋
・
岡
村
・
戸
田
が
公
儀
に
出
る
普
請
奉
行
、
小
笠
原
民
部
少

輔
（
長
元
）・
長
岡
内
膳
（
有
吉
興
道
）・
藪
大
隅
守
は
細
川
家
の
内
輪
の
普
請
奉
行

で
あ
る
。

　

次
い
で
、
忠
利
の
家
老
宛
て
書
状
に
は
こ
う
あ
る
。

　【
史
料
三
】

　
　

為　

御
意
書
状
令
披
見
候
、
尾
州
へ
来
月
十
日
ニ
出
船
可
仕
由
、
御
普
請
之
御

法
度
之
儀
、
乗
而
罷
上
舟
之
儀
、
奉
得
其
意
候
、

　
　
　
　
　
　
　

戸
田
助
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
熊
松
四
三
〇
六
）

　

こ
の
史
料
で
は
、
正
月
十
九
日
に
小
倉
を
出
船
し
て
、
同
二
十
九
日
に
京
都
の
細

川
家
の
伏
見
屋
敷
で
京
都
留
守
居
の
大
塚
二
郎
左
衛
門
の
と
こ
ろ
で
出
勤
簿
に
サ
イ

ン
を
す
る
こ
と
、
伏
見
・
京
都
に
五
日
間
逗
留
し
て
、
二
月
四
日
に
伏
見
を
立
ち
同

八
日
に
尾
張
名
古
屋
に
着
く
こ
と
、
名
古
屋
の
小
屋
場
を
囲
う
こ
と
、
御
普
請
組
合

は
、
稲
葉
彦
六
（
典
通
・
豊
後
臼
杵
）・
木
下
右
衛
門
大
夫
（
延
俊
・
豊
後
日
出
）・

毛
利
伊
勢
守
（
高
政
・
豊
後
佐
伯
）
家
と
相
組
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
小
屋
も

普
請
場
も
相
組
衆
を
両
脇
に
、
中
に
細
川
家
中
が
入
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
武
具
は

弓
・
鑓
・
鉄
炮
ば
か
り
を
持
つ
こ
と
、
名
古
屋
の
普
請
場
で
知
り
合
い
・
縁
者
に
面

会
す
る
時
は
、
別
に
帳
簿
を
つ
く
る
こ
と
、
の
八
箇
条
を
普
請
奉
行
衆
に
命
じ
て
い

る
。
伏
見
は
当
時
江
戸
幕
府
の
上
方
で
の
拠
点
で
あ
っ
た
。
細
川
家
で
も
伏
見
屋
敷

を
拠
点
と
し
て
、
京
都
滞
在
中
に
普
請
道
具
な
ど
を
用
意
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
普

請
組
合
は
、
姻
戚
関
係
に
あ
る
稲
葉
彦
六
家
・
木
下
右
衛
門
大
夫
家
、
ま
た
仲
の
い

い
毛
利
伊
勢
守
家
と
組
む
こ
と
や
、
小
屋
場
も
普
請
場
も
仲
の
い
い
相
組
を
両
脇
に

置
く
こ
と
、
小
屋
場
に
囲
い
を
作
る
こ
と
は
、
普
請
期
間
中
の
他
家
と
の
喧
嘩
や
衝

突
を
防
ぐ
た
め
の
安
全
策
で
あ
る
。
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
江
戸
町
普
請
、
慶
長

十
一
年
（
一
六
〇
六
）
の
江
戸
城
石
垣
普
請
で
も
稲
葉
家
・
木
下
家
と
の
相
組
は
認

め
ら
れ
て
お
り
、
幕
府
側
も
極
力
希
望
を
叶
え
て
い
た
。
慶
長
期
の
公
儀
普
請
に
関

す
る
起
請
文
や
定
書
を
通
覧
す
る
と
、
他
家
と
の
喧
嘩
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
。
如

何
に
他
家
中
と
の
衝
突
に
神
経
を
と
が
ら
せ
て
い
た
か
を
推
察
さ
せ
る
。

　

ま
た
、
同
正
月
十
九
日
付
の
細
川
家
普
請
奉
行
衆
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
「
尾
州
名

古
屋
御
普
請
中
掟
」
写
全
一
四
箇
条
【
史
料
二
】
の
第
五
条
目
で
は
、
具
体
的
に
稲

葉
家
・
木
下
家
・
毛
利
家
は
細
川
「
家
中
同
前
」
に
「
覚
悟
」
す
べ
き
こ
と
、
と
規
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（
正
月
二
十
五
日　

細
川
忠
利
差
出
し
松
井
佐
渡
（
康
之
）・
加
々
山

隼
人
（
興
良
）・
沢
村
大
学
（
吉
重
）
宛
て
、
松
二
六
一
八
）

　【
史
料
四
】

　
　

我
々
事
、
今
日
九
日
至
大
坂
、
上
着
候
、
次
忠
興
様
も
去
六
日
ニ
伏
見
御
立
被

成
、
尾
州
へ
御
下
之
由
ニ
候
、
定
而
其
元
可
聞
候
、
為
後
日
可
申
候
、
只
今
伏

見
へ
上
候
刻
ニ
候
間
、
早
々
申
候
、

　
　
　
　
　

（
閏
二
月
九
日　

忠
利
差
出
し
松
井
佐
渡
・
加
々
山
隼
人
宛
て
、
松

二
六
四
〇
）

　
【
史
料
三
】
に
よ
る
と
、
藩
主
細
川
忠
興
の
息
子
忠
利
は
当
時
江
戸
に
居
た
が
、

忠
興
の
御
意
を
請
け
て
、
二
月
十
日
に
江
戸
を
立
ち
、
い
っ
た
ん
京
都
の
伏
見
に
向

か
い
、
閏
二
月
九
日
に
大
坂
に
着
く
。
そ
し
て
、
そ
の
頃
伏
見
に
居
た
忠
興
は
、
忠

利
と
入
れ
違
い
に
閏
二
月
六
日
に
伏
見
を
立
ち
、
名
古
屋
に
向
か
っ
た
【
史
料
四
】。

　

そ
し
て
、
閏
二
月
十
日
付
の
忠
興
書
状
に
は
、
石
場
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　【
史
料
五
】

　
　

一
、三
十
艘
之
舟
出
来
、
十
五
日
ニ
出
船
之
由
、
尤
候
事
、

　
　

一
、
上
方
之
様
子
、
大
方
伏
見
ゟ
申
遣
候
、
名
古
屋
へ
者
、
未
御
普
請
奉
行
衆

一
人
も
不
被
参
候
間
、我
々
者
濃
州
つ
や
（
津
屋
）
と
申
石
場
ニ
有
之
候
而
、

石
を
出
さ
せ
申
候
事
、

　
　

一
、
御
普
請
殊
外
御
急
ニ
付
、
去
年
丹
波
さ
ゝ
山
の
御
普
請
被
仕
候
衆
も
、
不

残
な
こ
や
の
御
普
請
と
被　

仰
出
候
、
俄
に
て
を
の
〳
〵
迷
惑
と
相
聞
候
、

乍
去
、
此
方
者
く
つ
ろ
き
申
候
事
、

　
　

一
、公
方
様
（
徳
川
秀
忠
）
近
日
三
州
田
原
へ
鹿
狩
ニ
被
成　

御
座
候
由
候
間
、

我
々
も
彼
地
へ
越
て
御
目
見
仕
、
頓
而
可
帰
国
と
存
候
事
、

　
　
　
　

（
後
二
月
一
〇
日　

細
川
忠
興
差
出
し
松
井
佐
渡
守
宛
て
、松
五
・
三
・
四
）

　

忠
興
は
、
普
請
の
た
め
に
三
〇
艘
の
船
を
用
意
し
て
閏
二
月
十
五
日
に
国
元
を
出

船
さ
せ
る
と
い
う
家
老
松
井
康
之
か
ら
の
報
告
を
了
承
し
、「
名
古
屋
に
は
ま
だ
幕

府
の
御
普
請
奉
行
衆
は
一
人
も
来
て
い
な
い
の
で
、
自
分
は
美
濃
の
津
屋
（
岐
阜
県

海
津
市
）
と
い
う
石
場
に
い
て
、
石
を
出
さ
せ
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。

　

津
屋
は
揖
斐
川
中
流
の
支
流
津
屋
川
の
沿
岸
で
、
舟
で
石
を
出
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
（
図
１
）。
幕
府
の
普
請
奉
行
衆
が
名
古
屋
に
到
着
す
る
以
前
に
細
川
家
で
は

石
場
を
確
保
し
、
石
を
搬
出
し
て
い
た
の
だ
。

　

参
考
ま
で
に
、
元
和
期
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
石
場
の
確
保
の
手
順
の
一
つ
の図１　細川家が利用した名古屋城普請の石切場など



84

子
の
光
尚
も
亡
く
な
っ
て
、
孫
の
綱
利
の
時
代
だ
。
恐
ら
く
は
慌
て
た
で
あ
ろ
う
細

川
家
の
家
老
衆
か
ら
路
銭
と
し
て
銀
子
五
枚
を
も
ら
っ
て
、
兵
右
衛
門
尉
は
、
ま
た

今
後
も
石
を
預
か
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
（
永
青
文
庫　

神
雑
一
・
四
八
・
六
）。
こ

の
例
の
よ
う
に
、
石
場
の
確
保
・
維
持
は
現
地
の
庄
屋
の
協
力
な
し
で
は
成
り
立
た

な
か
っ
た
。
忠
興
も
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）、
小
豆
島
の
石
場
確
保
に
は
「
石
場

近
所
の
百
姓
に
物
を
遣
わ
し
て
頼
み
置
く
よ
り
ほ
か
の
才
覚
は
あ
る
は
ず
が
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
（
松
一
二
五
八
）。
名
古
屋
城
普
請
の
石
場
確
保
に
も
現
地
の
百
姓
・

庄
屋
の
協
力
は
不
可
欠
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
【
史
料
五
】
の
書
状
の
中
で
忠
興
は
、「
名
古
屋
城
の
御
普
請
は
こ
と
の
ほ
か
急
ぐ

と
の
こ
と
で
、
去
年
丹
波
篠
山
城
の
御
普
請
を
し
た
衆
も
残
ら
ず
名
古
屋
の
御
普
請

を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
衆
は
急
な
こ
と
で
皆
困
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
ち
ら

と
し
て
は
余
裕
が
出
来
て
助
か
る
こ
と
だ
」、と
書
い
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
、前
年
、

丹
波
篠
山
城
の
普
請
に
従
事
し
た
福
島
正
則
（
広
島
）・
池
田
輝
政
（
播
磨
姫
路
）・

浅
野
幸
長
（
紀
伊
和
歌
山
）・
蜂
須
賀
至
鎮
（
阿
波
徳
島
）
な
ど
が
急
遽
追
加
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。

　【
史
料
六
】

　
　

其
地
之
堀
此
中
ハ
何
も
の
衆
よ
り
す
て
候
お
か
れ
候
由
ニ
候
間
、
如
先
書
申
出

候
、
若
此
比
ハ
人
を
も
か
さ
ミ
堀
急
ニ
被
申
付
候
而
、
い
か
ゝ
候
は
山
口
へ
人

を
不
遣
、
其
ま
ゝ
堀
を
可
申
付
候
、
為
其
申
候
…
尚
々
、
五
日
三
日
山
口
へ
人

を
遣
候
と
も
堀
ニ
お
く
れ
候
ま
し
き
と
被
存
候
ハ
ヽ
、
山
口
へ
人
を
可
遣
候
、

其
段
見
は
か
ら
ひ
候
而
可
被
申
付
候
、
宮
へ
遣
人
も
同
前
候
、

　
　
　
　

（
閏
二
月
十
六
日　

忠
興
差
出
し
長
岡
内
膳
・
戸
田
助
左
衛
門
宛
て
、『
綿

考
輯
録
』
第
二
巻
・
出
水
叢
書　

四
五
三
頁
）

　

こ
の
閏
二
月
十
六
日
の
書
状
【
史
料
六
】
で
は
、「
名
古
屋
の
堀
は
こ
れ
ま
で
ど

例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
の
大
坂
城
普
請
の
時
の
忠
利

書
状
の
写
で
あ
る
。
忠
利
は
そ
の
中
で
、
買
物
奉
行
に
こ
う
命
じ
て
い
る
（
熊
松

六
二
九
八
）。

　
「
幕
府
直
轄
領
の
小
豆
島
の
石
場
の
場
合
は
、
現
地
で
先
に
買
物
奉
行
が
売
買
交

渉
を
済
ま
せ
て
、
小
豆
島
の
代
官
小
堀
遠
州
か
ら
出
さ
れ
た
大
坂
町
奉
行
で
普
請
奉

行
の
島
田
清
左
衛
門
宛
て
の
書
状
を
、
そ
の
時
は
ま
だ
国
か
ら
石
場
に
下
っ
て
き
て

い
る
道
中
か
も
し
れ
な
い
細
川
家
中
の
普
請
衆
の
所
に
持
っ
て
い
き
、
普
請
衆
が
直

接
石
場
に
取
り
掛
か
れ
る
よ
う
に
せ
よ
。
小
堀
か
ら
の
正
式
な
許
可
証
は
後
か
ら

取
っ
て
遣
わ
す
。
あ
る
い
は
、
淡
路
島
の
石
場
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
た
先
に
売
買
交

渉
を
済
ま
せ
て
、
代
替
わ
り
し
た
ば
か
り
の
淡
路
島
の
領
主
阿
波
徳
島
藩
主
松
平
千

松
殿
（
蜂
須
賀
忠
英
）
と
や
り
と
り
す
る
。
そ
の
ど
ち
ら
で
も
、
勝
手
よ
い
方
で
命

じ
る
よ
う
に
と
普
請
奉
行
衆
に
申
し
渡
す
よ
う
に
」。

　

石
の
種
類
・
石
場
の
立
地
・
値
段
な
ど
の
検
討
、
石
あ
る
い
は
石
場
の
購
入
は
、

領
主
ど
う
し
の
良
好
な
関
係
を
前
提
と
し
つ
つ
も
買
物
奉
行
・
石
奉
行
に
任
さ
れ
て

い
る
。名
古
屋
城
普
請
で
も
当
然
、普
請
衆
本
隊
が
到
着
す
る
以
前
に
石
奉
行
に
よ
っ

て
石
場
の
確
保
が
な
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
の
大
坂
城
普
請
で
は
、
そ
の
前
年
、
石
奉
行

を
派
遣
し
銀
子
七
〇
貫
目
で
塩
飽
・
小
豆
島
の
石
場
を
切
ら
せ
て
い
た
の
だ
っ
た
が

（
松
九
・
四
・
一
〇
・
一
）、
細
川
家
の
石
場
を
預
っ
て
い
た
小
豆
島
小お

海み

村
庄
屋
三
右

衛
門
は
普
請
が
終
わ
っ
て
翌
年
、
銀
子
二
枚
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
永
青
文
庫
「
萬

覚
書
」
一
二
・
七
・
九
・
四
）。
こ
の
庄
屋
は
、
そ
の
後
も
ず
っ
と
細
川
家
の
石
場
を
預

か
っ
て
い
た
が
、
何
年
も
上
方
で
の
公
儀
普
請
は
な
く
、
細
川
家
か
ら
放
置
さ
れ
て

い
た
。
そ
し
て
と
う
と
う
三
〇
年
後
の
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）、
息
子
の
三
宅
兵

右
衛
門
尉
が
熊
本
ま
で
銀
子
の
請
求
に
や
っ
て
く
る
の
だ
。
も
う
忠
利
も
、
そ
の
息
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こ
の
家
中
か
ら
も
放
置
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
人
を
出
し
て
い
た
が
、
も
し
今
、
人

夫
を
多
く
出
し
て
堀
の
普
請
を
急
ぐ
な
ら
、
山
口
（
瀬
戸
市
）
の
石
場
に
人
を
遣
ら

ず
に
そ
の
ま
ま
名
古
屋
の
堀
普
請
を
命
じ
る
よ
う
に
。
三
日
か
五
日
は
山
口
に
人
夫

を
遣
っ
て
も
堀
に
遅
れ
な
い
と
思
え
ば
、
山
口
の
石
出
し
に
人
夫
を
遣
る
よ
う
に
。

宮
（
熱
田
）
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
に
せ
よ
」
と
、
名
古
屋
堀
の
土
木
工
事
と
、
山

口
で
の
石
出
し
、
熱
田
を
経
由
し
た
石
の
搬
入
作
業
に
つ
い
て
、
人
員
の
調
整
を
計

る
よ
う
に
と
、
長
岡
内
膳
と
戸
田
助
左
衛
門
に
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
三
日

後
の
閏
二
月
十
九
日
の
書
状
に
は
こ
う
あ
る
。

　【
史
料
七
】

　
　

態
可
申
処
ニ
（
戸
田
）
助
左
衛
門
を
さ
し
越
候
間
申
遣
候
、
其
方
ハ
其
ま
ゝ
山

口
江
居
候
て
石
を
い
た
さ
す
へ
く
候
、
な
こ
や
堀
へ
ハ
此
地
ニ
在
之
普
請
之
者

を
、
二
三
日
中
ニ
隙
明
候
間
、
さ
し
可
遣
候
、
得
其
意
、
瀬
戸
山
口
之
間
、
見

は
か
ら
ひ
無
油
断
様
ニ
可
申
付
儀
肝
要
候
、
此
よ
し
内
記
ニ
も
申
候
而
、
急
ニ

石
出
シ
・
石
わ
り
の
事
い
そ
く
へ
く
候
、
不
及
申
あ
ま
り
急
ニ
申
付
候
ハ
ヽ
、

人
の
走
事
も
可
在
之
間
、
さ
や
う
の
か
け
ん
可
有
分
別
候
、
…
此
地
の
石
場
に

て
ハ
能
わ
り
い
し
ハ
無
之
候
間
、
其
地
之
石
之
わ
り
様
、
角
石
同
地
い
し
も
石

つ
ら
よ
き
様
ニ
可
申
付
候
、其
う
ち
角
石
多
出
来
候
様
ニ
可
申
付
候
儀
肝
要
候
、

内
記
其
地
ニ
居
候
、
其
方
見
は
か
ら
ひ
ふ
し
ん
可
申
付
候
、（
坂
崎
）
半
兵
衛

ハ
な
こ
や
へ
出
候
而
助
左
衛
門
ハ
一
所
ニ
い
候
へ
と
可
被
申
付
候
、

　
　
　
　

（
閏
二
月
十
九
日　

忠
興
差
出
し
長
岡
内
膳
宛
て
、『
綿
考
輯
録
』第
二
巻
・

出
水
叢
書　

四
五
四
頁
）

　

長
岡
内
膳
に
宛
て
て
、「
名
古
屋
堀
に
は
、
津
屋
で
石
出
し
普
請
を
し
て
い
る
者

を
差
し
遣
わ
す
の
で
、そ
の
ま
ま
山
口
の
石
場
で
石
を
出
さ
せ
る
よ
う
に
」
と
命
じ
、

ま
た
、「
瀬
戸
・
山
口
の
間
で
検
討
し
て
油
断
な
く
石
出
し
を
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
だ
。

こ
の
こ
と
は
息
子
の
忠
利
（「
内
記
」）
に
も
伝
え
て
、
石
出
し
・
石
割
り
を
急
ぐ
よ

う
に
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
あ
ま
り
急
い
で
も
人
夫
が
逃
亡
す
る
こ
と
も
あ

る
の
で
、
そ
の
加
減
を
分
別
せ
よ
。
津
屋
に
は
よ
い
割
り
石
は
な
い
の
で
、
山
口
で

石
の
割
り
様
、
角
石
の
石
の
面
が
よ
い
様
に
切
り
出
す
よ
う
命
じ
よ
。
角
石
が
多
く

出
来
る
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
が
肝
要
だ
。
忠
利
が
山
口
に
い
る
の
で
、
相
談
し
て
命

じ
る
よ
う
に
」
と
、山
口
の
石
場
で
の
石
出
し
に
つ
い
て
細
か
く
指
示
を
し
て
い
る
。

　

忠
興
は
、
そ
の
後
自
ら
も
山
口
の
石
場
に
足
を
運
ん
で
、
忠
利
に
後
を
任
せ
て
、

三
河
の
田
原
に
鹿
狩
り
に
来
た
将
軍
徳
川
秀
忠
に
お
目
見
え
し
た
後
、
帰
国
の
途
に

つ
く
が
（【
史
料
五
】）、
閏
二
月
二
十
二
日
付
の
書
状
で
は
、
忠
利
に
こ
う
伝
え
て

い
る
。

　【
史
料
八
】

　
　

一
、
山
口
ノ
帰
ニ
、
石
数
之
書
付
披
見
候
事
、

　
　

一
、
昨
日
廿
一
日
大
雨
ふ
り
候
故
、
石
出
・
石
ほ
り
は
か
不
行
ニ
付
、
ふ
し
ん

の
者
あ
げ
候
て
、
其
や
す
ミ
の
分
程
名
古
屋
ニ
て
五
郎
太
を
あ
げ
候
様
ニ
被

申
付
之
由
、
以
後
ハ
無
用
に
候
、
長
ぶ
し
ん
た
る
へ
く
候
間
、
可
被
得
其
意

候
事
、　　

　
　

一
、（
松
山
）
兵
左
衛
門
尉
・（
住
江
）
小
右
衛
門
尉
内
一
人
、
其
地
ニ
被
居
候

間
奉
行
ニ
可
被
申
付
由
、（
沢
村
）
大
学
を
以
申
越
候
つ
る
、弥
其
分
可
然
事
、

　
　

一
、
其
方
も
の
毎
日
両
人
つ
ゝ
出
候
て
、
石
数
付
さ
せ
候
由
候
、
同
者
其
両
人

を
人
の
由
断
不
仕
目
付
ニ
可
被
申
付
事
、

　
　

一
、
せ
と
・
山
口
の
石
場
、
や
か
て
惣
や
う
の
わ
り
ニ
成
可
申
候
間
、
其
已
前

ニ
石
か
す
多
出
来
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
山
出
ニ
成
候
て
か
ら
者
、
人
を
も

く
わ
へ
い
た
さ
せ
可
申
事
、

　
　

一
、
よ
そ
の
丁
場
ニ
大
角
在
之
由
候
、
我
々
所
ニ
者
入
不
申
候
、
只
よ
き
こ
ろ
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者
、
対
諸
大
名
、
忽
可
爲
無
礼
候
、
右
之
衆
之
外
も
、
奉
行
衆
対
大
名
衆
へ

無
礼
ニ
無
之
様
ニ
、
堅
可
被
申
触
候
、
横
目
を
も
被
置
候
て
、
無
礼
之
者
在

之
ハ
、
急
度
可
被
申
付
候
、
但
、
成
敗
ハ
不
被
仕
、
押
籠
候
て
此
方
へ
可
被

申
越
候
事
、

　
　

一
、
加
藤
肥
後
（
清
正
）・
黒
田
筑
前
（
長
政
）
儀
者
、
各
別
之
儀
ニ
候
間
、

得
其
意
可
被
申
付
候
、
但
、
両
人
家
中
者
も
、
対
其
方
候
て
の
さ
は
き
可
在

之
候
間
、
其
所
被
見
合
差
引
可
被
申
付
候
、
彼
家
中
之
者
対
其
方
へ
無
礼
之

時
、
此
方
之
者
対
両
人
ニ
慇
懃
ニ
仕
候
共
、
可
爲
曲
事
候
、
此
あ
ぢ
分
別
肝

要
候
事
、

　
　

一
、
右
之
条
々
、
一
度
被
申
触
候
分
に
て
ハ
成
ま
し
く
候
、
切
々
可
被
申
触
候
、

岡
村
半
右
衛
門
・
中
嶋
左
近
・
戸
田
助
左
衛
門
ニ
も
、
此
書
中
み
せ
ら
る
へ

く
候
、
…
御
普
請
之
儀
ハ
、
有
無
ニ
被
申
越
間
敷
候
、

　
　
　
　

（
三
月
二
十
三
日　

忠
興
差
出
し
忠
利
宛
て
、永
青
文
庫　

無
印
三
番
一
）

　
「
ど
の
家
中
の
者
も
、
自
分
に
対
し
て
そ
の
慇
懃
さ
、
礼
儀
正
し
さ
は
言
葉
に
で

き
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
細
川
の
家
臣
た
ち
は
諸
大
名
に
対
し
て
忽
ち
無
礼
を
働
く
こ

と
で
あ
ろ
う
。
ど
の
大
名
衆
に
対
し
て
も
無
礼
に
な
ら
な
い
よ
う
に
家
中
を
統
制
せ

よ
。
横
目
な
ど
監
視
役
を
も
置
い
て
、
無
礼
な
者
は
成
敗
は
せ
ず
に
、
籠
に
入
れ
て

自
分
に
報
告
せ
よ
。
加
藤
清
正
・
黒
田
長
政
の
所
は
格
別
な
の
で
、
そ
こ
は
考
慮
せ

よ
。
し
か
し
、
向
こ
う
が
そ
の
方
に
対
し
て
無
礼
な
時
に
、
家
中
の
者
が
向
こ
う
に

対
し
て
慇
懃
に
す
る
こ
と
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
一
度
触
れ
た
だ
け
で

は
だ
め
だ
。
常
々
申
し
触
れ
る
よ
う
に
。
三
人
の
普
請
奉
行
衆
に
も
こ
の
状
を
見
せ

て
徹
底
せ
よ
」。

　

普
請
現
場
で
の
大
名
ど
う
し
の
関
係
に
細
心
の
注
意
を
払
う
よ
う
命
じ
て
い
る
。

「
加
藤
と
黒
田
の
家
中
は
格
別
」
で
、
衝
突
が
生
じ
や
す
い
た
め
、
特
に
注
意
を
払

に
可
被
申
付
事
、

　
　

一
、（
岡
村
）
半
右
衛
門
尉
、
や
か
て
其
地
へ
相
越
候
間
、
条
々
申
含
候
事
、 

（
後
二
月
二
十
二
日　

忠
興
差
出
し
忠
利
宛
て
、
永
青
文
庫　

天
印
四
番
六
）

　

山
口
か
ら
の
帰
り
に
石
数
の
報
告
書
に
目
を
通
し
た
こ
と
、
前
日
の
閏
二
月

二
十
一
日
は
大
雨
が
降
っ
た
た
め
石
出
し
・
石
掘
り
の
衆
は
休
み
に
し
て
、
休
ん
だ

分
名
古
屋
で
五
郎
太
石
（
小
さ
い
丸
い
石
）
を
搬
入
さ
せ
る
と
の
報
告
に
、
名
古
屋

城
普
請
は
長
丁
場
に
な
る
か
ら
今
後
は
そ
れ
は
無
用
と
し
た
。
そ
し
て
、
忠
利
の
家

臣
が
毎
日
二
人
ず
つ
出
て
石
数
を
調
査
す
る
と
い
う
報
告
を
請
け
て
、
そ
の
者
た
ち

に
普
請
の
者
の
監
視
を
さ
せ
る
よ
う
命
じ
、「
瀬
戸
と
山
口
の
石
場
は
や
が
て
幕
府

に
よ
り
ほ
か
の
大
名
家
と
の
惣
割
に
さ
れ
る
か
ら
、そ
の
前
に
石
を
多
く
切
り
出
し
、

石
出
し
に
は
人
数
を
増
や
す
よ
う
に
。
ほ
か
の
丁
場
に
は
大
角
石
が
あ
る
と
の
こ
と

だ
。
う
ち
の
丁
場
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、
い
い
頃
を
見
計
ら
っ
て
大
角
石
を
申
し
付

け
る
よ
う
に
」
と
命
じ
た
。
そ
の
上
で
「
や
が
て
普
請
奉
行
の
岡
村
半
右
衛
門
が
名

古
屋
に
到
着
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
条
々
岡
村
に
申
し
含
め
て
い
る
の
で
そ
れ
に
従
う

よ
う
に
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
忠
興
の
普
請
奉
行
三
人
の
中
で
も
、
こ
の
岡
村

半
右
衛
門
は
、
こ
う
し
て
忠
興
の
特
命
を
う
け
た
奉
行
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
忠
興
は
帰
り
に
京
都
の
伏
見
に
寄
っ
て
い
る
が
、
そ
の
道
中
で
名
古
屋
の

普
請
に
向
か
う
池
田
輝
政
・
福
島
正
則
・
浅
野
幸
長
・
阿
波
徳
島
の
蜂
須
賀
至
鎮
な

ど
の
家
中
の
衆
と
行
き
違
う
。
い
ず
れ
も
急
遽
、
名
古
屋
城
普
請
を
命
じ
ら
れ
た
家

中
で
あ
る
。
忠
興
は
忠
利
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　【
史
料
九
】

　
　

一
、
令
上
洛
候
道
中
に
て
、
羽
三
左
（
池
田
輝
政
）・
羽
左
太
（
福
島
正
則
）・

浅
紀
州
（
浅
野
幸
長
）・
蜂
阿
州
（
蜂
須
賀
至
鎮
）
な
と
の
人
数
ニ
行
違
申

候
、
何
も
家
中
之
衆
、
我
々
へ
之
慇
懃
さ
、
無
申
計
儀
ニ
候
、
就
其
、
我
々
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わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相
手
で
あ
っ
た
。
忠
興
は
普
請
奉
行
の
三
人
に
も
こ
の
状
を

見
せ
て
徹
底
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
そ
し
て
気
掛
か
り
な
の
は
、
こ
う
伝
え
た
上

で
忠
興
が
忠
利
に
、「
御
普
請
之
儀
ハ
、
有
無
ニ
被
申
越
間
敷
候
」、
つ
ま
り
、「
御

普
請
の
こ
と
は
む
や
み
に
報
告
し
て
く
る
な
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分

の
替
わ
り
に
現
場
に
残
し
た
忠
利
に
、
普
請
の
指
図
の
一
切
を
任
せ
る
と
い
う
態
度

だ
っ
た
。

　

そ
の
忠
利
は
三
月
二
十
二
日
の
書
状
で
、
石
に
つ
い
て
国
元
の
家
老
衆
に
次
の
よ

う
に
報
告
し
て
い
る
。

　【
史
料
一
〇
】

　
　

一
、
こ
ゝ
下
々
迄
、
御
法
度
も
ち
が
い
不
申
、
無
事
ニ
候
事
、

　
　

一
、
御
普
請
の
い
り
、
別
し
ニ
書
付
候
て
進
之
候
、
忠
興
様
へ
ハ
被
申
上
ま
し

く
候
、
か
た
く
普
し
ん
の
儀
申
上
ま
し
き
由
、
被
仰
越
候
、
ミ
な
〳
〵
へ
□

□
度
候
ハ
ん
と
如
此
候
事
、

　
　

一
、
後
ニ
く
ハ
は
り
候
中
国
・
四
国
・
き
の
国
衆
ハ
、
丹
波
さ
ゝ
山
ノ
ふ
し
ん

仕
候
間
、
今
度
之
御
ふ
し
ん
ハ
、
本
丸
ハ
不
残
九
州
・
北
国
・
ミ
の
衆
仕
候
、

二
ノ
丸
ハ
後
跡
之
衆
と
も
ニ
い
り
ニ
仕
候
事
、

　
　

一
、
御
手
前
へ
千
つ
ほ
ほ
と
か
ゝ
り
申
候
、
石
数
一
つ
ほ
ニ
六
あ
て
に
て
、

六
千
少
よ
入
申
候
、
う
ち
四
千
二
三
百
は
や
石
御
入
候
、
残
而
千
九
百
計
ハ

来
月
十
日
比
ハ
半
分
ハ
出
来
可
申
候
、
其
跡
ハ
一
山
石
切
ニ
か
け
候
て
、
残

ハ
山
ゟ
車
に
て
石
な
こ
や
へ
出
し
申
候
、
御
本
丸
御
天
主
の
分
ハ
、
四
月
十

日
ノ
う
ち
ニ
五
郎
太
も
石
も
よ
せ
切
申
候
、
ね
石
ハ
五
月
一
日
と
被
仰
出
候

間
、
何
も
手
つ
か
へ
申
事
無
之
候
、
可
心
安
候
、
石
大
ニ
き
ら
せ
候
様
ニ
と

被
仰
出
候
、
よ
そ
ノ
ハ
ち
い
さ
く
仕
候
ニ
、
い
か
ゝ
と
思
候
へ
ハ
、
御
本
丸

天
主
ノ
石
大
ニ
と
奉
行
衆
被
申
候
故
、
被
仰
出
候
事
、
あ
い
申
候
て
、
ま
ん

そ
く
申
事
ニ
候
、
よ
そ
ノ
ハ
ミ
な
ち
い
さ
く
石
切
候
て
、
只
々
ニ
成
候
て
、

よ
き
石
無
之
、
め
い
わ
く
申
候
、
少
も
お
く
れ
申
事
ハ
候
ま
し
く
候
、
日
用

之
銀
子
以
下
た
く
さ
ん
ニ
御
残
被
成
候
へ
と
も
、
何
と
そ
入
不
申
様
ニ
と
た

ん
か
う
申
事
ニ
候
…
尚
〳
〵
、
何
も
か
も
た
く
さ
ん
ニ
ふ
し
ん
ば
へ
う
り
ニ

参
候
故
、
下
々
と
り
く
ひ
候
て
不
成
、
は
し
り
申
候
よ
し
申
候
、
被
仰
出
候

事
と
も
、
相
ち
か
ひ
不
申
候
様
ニ
仕
候
て
、
罷
帰
け
さ
ん
ニ
可
入
候
…
大
か

く
へ
申
候
、
か
う
つ
の
石
も
二
千
ハ
や
く
ニ
立
可
申
候
、
も
し
又
、
め
ど
ひ

な
と
候
ハ
ヽ
、
不
残
や
く
ニ
立
可
申
候
、

　
　
　
　

（
三
月
二
十
二
日　

忠
利
差
出
し
松
井
佐
渡
・
加
々
山
隼
人
・
沢
村
大
学

宛
て
、
松
一
六
〇
七
）

　
「
名
古
屋
で
は
家
臣
た
ち
の
下
々
ま
で
、
御
法
度
に
も
背
か
ず
無
事
に
進
ん
で
い

る
。
後
か
ら
加
わ
っ
た
大
名
衆
は
、
丹
波
篠
山
普
請
を
し
た
衆
な
の
で
、
今
度
の
御

普
請
は
、
本
丸
は
残
ら
ず
九
州
・
北
国
・
美
濃
衆
で
担
当
し
、
二
の
丸
は
後
か
ら

の
衆
が
入
る
。
細
川
家
中
の
役
は
一
〇
〇
〇
坪
ほ
ど
で
石
数
六
〇
〇
〇
余
。
う
ち

四
二
〇
〇
か
ら
四
三
〇
〇
は
す
で
に
丁
場
に
い
れ
た
。残
り
の
一
九
〇
〇
ば
か
り
は
、

来
四
月
十
日
頃
に
は
半
分
は
そ
ろ
う
。
そ
の
後
は
一
山
石
切
り
に
か
け
て
車
で
名
古

屋
に
出
す
。
御
本
丸
御
天
守
の
分
は
、
四
月
十
日
の
う
ち
に
五
郎
太
石
も
そ
ろ
え
終

わ
る
。
根
石
始
め
は
五
月
一
日
と
、
幕
府
の
御
奉
行
衆
か
ら
仰
せ
出
さ
れ
た
の
に
は

何
の
支
障
も
な
い
の
で
、
安
心
せ
よ
。
石
は
大
き
く
切
る
よ
う
に
仰
せ
出
さ
れ
た
。

余
所
の
は
小
さ
く
切
っ
て
い
た
の
で
如
何
な
も
の
か
と
思
っ
て
い
た
。
御
本
丸
天
守

の
石
は
大
き
く
と
奉
行
衆
が
仰
せ
出
さ
れ
て
満
足
で
あ
る
。
余
所
の
は
皆
小
さ
く
石

を
切
っ
て
い
て
、
無
駄
に
な
っ
て
、
よ
い
石
は
な
く
困
っ
て
い
る
」。

　

こ
の
よ
う
に
名
古
屋
城
本
丸
の
石
垣
の
石
は
大
き
く
と
、
幕
府
側
か
ら
命
じ
ら
れ

て
い
る
。
も
っ
と
時
代
が
下
る
と
あ
ま
り
大
き
な
石
は
い
ら
な
い
と
、
時
代
に
よ
っ
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て
石
の
加
工
の
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
、変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。ま
た
、忠
利
は
、

忠
興
様
が
普
請
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
日
雇
い
を
雇
う
た
め
の
銀
子
を
た
く
さ
ん
残
し

置
い
て
く
れ
た
が
、
何
と
か
そ
れ
を
使
わ
な
い
で
済
ま
せ
た
い
と
奉
行
た
ち
と
談
合

し
て
い
た
の
だ
。
ま
た
、
こ
の
書
状
で
忠
利
は
、
普
請
場
に
は
た
く
さ
ん
の
商
人
が

出
入
り
し
て
い
て
下
々
が
先
を
争
う
よ
う
に
買
い
あ
さ
っ
て
い
る
様
子
な
の
で
、
何

と
か
御
法
度
に
背
く
事
件
を
起
こ
さ
せ
ず
、
普
請
が
終
わ
っ
て
帰
国
し
て
忠
興
様
に

お
目
に
掛
か
り
た
い
と
家
老
衆
に
書
い
て
い
る
。
忠
興
に
替
わ
っ
て
普
請
の
采
配
を

預
か
る
身
と
し
て
、
無
事
に
役
目
を
果
た
し
て
父
に
認
め
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
だ

ろ
う
。
次
に
示
す
の
は
忠
利
の
苦
心
ぶ
り
を
示
す
書
状
で
あ
る
。

　【
史
料
一
一
】

　
　

一
、
其
元
江
石
之
出
様
角
石
の
わ
れ
候
事
、
一
た
ん
成
書
状
之
て
い
に
て
候
事
、

　
　

一
、
弥
来
月
一
日
迄
と
心
え
ら
れ
候
様
ニ
と
夜
前
奉
行
共
申
候
、
我
々
さ
ん
用

し
ら
す
候
故
か
、
其
分
に
て
ハ
石
御
や
く
儀
ニ
た
り
申
ま
し
く
候
と
思
候
、

其
し
さ
い
ハ
か
う
づ
よ
り
来
候
石
、
中
々
や
く
ニ
立
申
事
ハ
ま
れ
に
て
候
、

本
丸
ニ
ハ
ね
ん
も
な
く
候
、
う
へ
江
成
候
ハ
ヽ
つ
き
可
申
候
へ
共
、
野
つ
ら

が
ま
し
に
て
候
、
見
ら
れ
不
申
候
事
、

　
　

一
、
人
の
あ
ま
り
候
事
、
奉
行
か
た
へ
申
遣
候
間
、
さ
た
め
て
車
ニ
か
け
可
申

候
、
其
段
は
奉
行
よ
り
可
申
候
、
…
尚
々
山
口
い
て
候
の
事
、
念
を
入
候
ヘ

ハ
、
又
人
を
く
わ
へ
ら
れ
候
よ
し
、
尤
ニ
候
、
左
様
な
く
候
ハ
ヽ
百
姓
き
ゝ

申
ま
し
く
候
、
い
そ
か
し
く
候
て
、
書
状
之
一
封
う
け
て
ハ
不
申
候
、
何
れ

も
か
つ
て
ん
旨
に
候
、
人
の
あ
ま
り
候
事
ハ
奉
行
か
た
へ
申
遣
候
、

　
　
　
　

（
三
月
二
十
七
日　

忠
利
差
出
し
長
岡
内
膳
宛
て
、『
綿
考
輯
録
』第
四
巻
・

出
水
叢
書 

二
一
頁
）

　

こ
の
三
月
二
十
七
日
付
忠
利
書
状
に
よ
る
と
、
四
月
一
日
ま
で
に
石
を
調
え
る
心

つ
も
り
で
と
家
中
の
普
請
奉
行
た
ち
が
忠
利
に
報
告
し
て
く
る
。と
こ
ろ
が
忠
利
は
、

自
分
は
石
の
算
用
に
詳
し
く
な
い
け
れ
ど
も
、
と
断
っ
た
上
で
「
河
戸
（
か
う
づ
）

か
ら
来
た
石
が
役
に
立
た
な
い
と
思
う
。
本
丸
に
は
使
え
る
可
能
性
さ
え
な
い
。
野

づ
ら
石
（
自
然
の
石
）
の
方
が
ま
だ
ま
し
だ
」
と
、
三
月
二
十
二
日
【
史
料
一
〇
】

の
段
階
で
は
「
二
〇
〇
〇
は
役
に
立
つ
。
目
土
居
石
垣
を
命
じ
ら
れ
た
ら
残
ら
ず
役

に
立
つ
」
と
言
っ
て
い
た
河
戸
の
石
が
全
く
使
え
な
い
こ
と
を
伝
え
、
こ
の
ま
ま
で

は
石
が
足
り
な
い
と
の
不
安
を
口
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
山
口
で
の
石
出
し
に
人

を
増
や
し
た
と
い
う
長
岡
内
膳
か
ら
の
報
告
を
「
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
石
出
し
に
動

員
し
た
百
姓
た
ち
が
納
得
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
、
了
承
す
る
。
適
し
た
山
口
の
石
の

車
出
し
に
総
力
を
挙
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
石
材
の
質
や
大
き
さ
は
石
切
場
に
よ
っ
て
異
な
り
、
さ
ら
に
石
の

切
り
方
は
、
幕
府
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
変
化
し
た
。
大
名
た
ち
は
、
こ
れ
に
対
し

て
み
ず
か
ら
の
経
験
を
も
と
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。そ
し
て
細
川
家
で
も
、

父
の
忠
興
の
経
験
が
普
請
奉
行
や
重
臣
を
通
じ
て
後
継
者
の
忠
利
に
伝
授
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

二　

忠
利
に
よ
る
普
請
奉
行
手
討
ち
事
件

　

四
月
十
三
日
付
の
忠
興
の
家
老
松
井
康
之
宛
て
書
状
【
史
料
一
二
】
に
よ
る
と
、

二
番
丁
場
の
御
舟
入
（
入
江
）
が
浅
い
の
で
、
以
前
掘
っ
た
衆
が
残
ら
ず
出
て
、
百

姓
の
夫
役
を
国
元
か
ら
差
し
上
せ
て
掘
る
よ
う
に
と
の
幕
府
の
命
令
が
出
て
い
る
。

　【
史
料
一
二
】

　
　

一
、
尾
州
な
こ
や
二
番
町
場
之
御
舟
入
、
あ
さ
き
由
被　

仰
出
、
前
か
と
ほ
り

候
衆
、
不
残
人
数
千
石
夫
に
て
差
上
、
ほ
り
た
て
可
申
候
旨
、　

御
意
ニ
候
、

我
々
手
前
三
百
人
に
て
候
へ
共
、
つ
ゆ
に
む
か
ひ
候
間
、
無
人
ニ
候
者
、
日
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聞
が
悪
く
何
よ
り
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
急
な
日
雇

い
の
費
用
が
当
初
の
予
算
を
大
き
く
超
え
る
出
費
の
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

忠
利
の
何
と
か
日
雇
い
の
銀
子
を
残
し
た
い
と
の
願
い
は
無
念
に
も
崩
れ
去
っ
た
。

　【
史
料
一
三
】

　
　

一
、
爰
元
御
普
請
、
忠
興
様
被
成
御
座
候
時
ニ
、
三
増
倍
ニ
成
申
候
事
、

　
　

一
、
忠
興
様
此
地
ニ
御
座
被
成
候
時
、
御
普
請
之
儀
申
上
間
敷
候
由
、
我
等
か

た
へ
被
仰
置
候
、
其
後
、
上
方
よ
り
も
有
無
ニ
申
上
ま
し
き
由
、
御
書
ニ
候
、

奉
得
其
意
候
由
、
御
請
申
上
候
事
、

　
　

一
、
三
人
奉
行
か
た
ゟ
銀
子
取
ニ
進
上
申
候
、
此
儀
ハ
前
か
ど
の
少
々
当
前
之

分
に
て
も
入
候
ハ
ヽ
可
申
上
之
由
、
被
仰
置
候
、
其
上
過
分
之
当
前
に
て
候

故
、
申
上
候
由
ニ
候
、
尤
と
申
候
、
其
銀
子
之
入
候
事
、
い
か
様
之
様
子
に

て
入
候
事
、皆
も
其
地
に
て
合
点
参
間
敷
候
間
、為
其
、普
請
之
当
前
・
絵
図
・

石
之
つ
も
り
、
各
迄
申
遣
候
由
、
三
人
之
奉
行
申
候
、
銀
子
取
ニ
下
候
上
ハ
、

左
様
ニ
な
く
候
者
、
其
元
ニ
而
合
点
参
ま
し
く
候
間
、
尤
と
申
候
、
必
々
御

普
請
之
儀
被
申
上
間
敷
候
、
銀
子
御
下
ㇱ
な
く
候
ヘ
ハ
御
普
請
不
成
は
ず
と

三
人
申
候
間
、
彼
の
所
其
心
得
あ
る
へ
く
候
、
以
来
何
と
て
是
程
を
く
れ
候

ハ
ヽ
、
申
上
候
ハ
ん
哉
と
可
被
仰
越
と
存
候
へ
と
も
、
前
か
と
よ
り
普
請
之

儀
有
無
ニ
申
上
間
敷
候
由
、
被
仰
出
候
間
、
不
申
上
候
事
、

　
　

一
、
委
細
爰
元
之
様
子
ハ
吉
田
茂
左
衛
門
可
申
候
間
、
不
具
候
、

　
　
　
　

（
四
月
十
九
日　

忠
利
差
出
し
松
井
佐
渡
・
加
々
山
隼
人
・
沢
村
大
学
宛

て
、
松
一
四
九
六
）

　

こ
の
忠
利
の
四
月
十
九
日
付
の
書
状
は
、
す
で
に
石
を
調
達
す
る
時
点
で
普
請
の

費
用
が
当
初
よ
り
も
膨
れ
上
が
っ
て
い
た
た
め
追
加
資
金
の
調
達
を
求
め
て
使
者
吉

田
茂
左
衛
門
を
遣
わ
し
、
普
請
の
現
状
・
絵
図
・
石
の
積
り
を
添
付
し
て
国
元
の
家

用
を
や
と
ひ
て
銀
子
入
可
申
候
間
、
五
百
人
可
差
上
候
、
但
有
人
之
分
に
て

候
、
食
た
き
已
下
者
此
外
た
る
へ
き
事
、

　
　

一
、
上
候
時
分
者
、
惣
様
聞
合
、
重
而
跡
ゟ
可
申
遣
候
間
、
此
状
参
着
次
第
ニ

用
意
候
て
、
一
左
右
次
第
ニ
の
ほ
り
候
や
う
に
可
相
待
事
、

　
　

一
、
前
の
手
前
〳
〵
を
ほ
り
候
へ
と
、
被　

仰
出
間
、
戸
田
助
左
衛
門
尉
上
候

ハ
す
ハ
、所
已
下
し
れ
申
間
敷
候
条
、惣
様
召
連
可
上
候
由
、可
被
申
付
候
事
、

　
　

一
、
完
甘
太
郎
兵
衛
・
高
田
九
郎
右
衛
門
尉
・
井
門
亀
右
衛
門
尉
、
此
三
人
之

内
く
じ
取
候
て
、
一
人
助
左
衛
門
ニ
差
添
の
ほ
せ
可
被
申
事
、

　
　

一
、
家
中
之
者
共
為
奉
行
、
慥
成
も
の
一
人
つ
ゝ
差
添
、
の
ほ
せ
可
申
之
由
、

可
被
申
付
候
事
、

　
　

一
、
返
々
、
有
人
五
百
人
之
都
合
、
一
人
も
無
相
違
候
様
ニ
急
度
可
被
申
付
候
、

尚
、
大
学
可
申
候
、

　
　
　
　

（
四
月
十
三
日　

忠
興
差
出
し
松
井
佐
渡
守
宛
て
、
松
一
・
一
八
・
一
）

　

忠
興
は
、「
細
川
家
の
役
高
で
は
三
〇
〇
人
出
せ
ば
い
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
梅
雨

に
入
る
の
で
普
請
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、銀
子
で
日
用
（
日

雇
い
）
を
雇
い
、
都
合
五
〇
〇
人
を
差
し
上
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
公
儀
普
請
に
は

人
夫
だ
け
で
な
く
多
く
の
飯
炊
き
の
者
な
ど
が
国
元
か
ら
上
る
が
、
こ
こ
で
は
人
夫

と
わ
ざ
わ
ざ
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
名
古
屋
堀
は
、
以
前
掘
っ
た
と
こ

ろ
の
手
前
を
掘
る
よ
う
に
と
の
幕
府
か
ら
の
指
示
が
あ
り
、
普
請
奉
行
の
戸
田
助
左

衛
門
が
付
い
て
い
な
い
と
担
当
の
掘
り
場
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
す
ぐ
に
助
左
衛
門

に
普
請
衆
を
召
し
連
れ
名
古
屋
に
上
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
し
て
、
何
度
も
公
儀
普
請

を
手
掛
け
て
き
た
完
甘
・
高
田
・
井
門
の
内
か
ら
鬮
で
一
人
を
選
び
助
左
衛
門
に
添

え
る
よ
う
に
と
、
念
を
入
れ
た
。「
返
す
返
す
も
一
人
も
間
違
い
な
く
必
ず
命
じ
よ
」

と
忠
興
は
厳
し
く
命
じ
て
い
る
が
、
一
国
の
太
守
と
し
て
普
請
に
遅
れ
る
こ
と
は
外
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老
衆
に
書
き
送
っ
た
も
の
だ
。
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
普
請
奉
行
た
ち
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
普
請
費
用
は
忠
興
様
が
見
分
さ
れ
た
時
の

三
倍
に
な
っ
て
い
る
、
と
の
こ
と
だ
。
限
度
を
超
え
た
入
用
な
の
で
そ
の
方
た
ち
も

合
点
が
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
銀
子
を
御
下
し
な
け
れ
ば
普
請
は
出
来
な
い
と
普
請
奉

行
た
ち
が
言
っ
て
い
る
の
で
、そ
の
旨
承
知
し
て
く
れ
。忠
興
様
が
名
古
屋
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
時
も
、
ま
た
上
方
か
ら
も
、
普
請
の
こ
と
は
決
し
て
自
分
に
報
告
し
な
い
よ

う
に
と
言
い
置
か
れ
た
の
で
私
も
そ
れ
を
了
承
し
た
の
だ
。
こ
の
件
は
決
し
て
忠
興

様
に
報
告
し
な
い
よ
う
に
。
忠
興
様
は
、
今
後
ど
う
し
て
こ
れ
程
の
銀
子
を
出
す
の

に
自
分
に
知
ら
せ
な
い
の
だ
、
と
お
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
が
、
以
前
か
ら
普
請
の
こ
と

は
い
っ
さ
い
報
告
し
な
い
よ
う
に
と
の
仰
せ
な
の
で
、
申
し
上
げ
な
い
の
だ
」。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
資
金
催
促
の
、
決
し
て
忠
興
様
に
は
見
せ
な
い
よ
う
に
と
家
老

へ
書
き
送
っ
た
書
状
が
、
忠
興
へ
の
御
見
舞
い
の
飛
脚
で
一
緒
に
送
ら
れ
て
し
ま
っ

た
た
め
、
な
ん
と
大
坂
で
そ
の
書
状
を
忠
興
が
見
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
取
り
次
ぐ
は

ず
の
家
老
沢
村
大
学
が
他
出
し
て
い
た
た
め
の
不
運
だ
っ
た
。
忠
興
は
腹
を
立
て
、

見
舞
い
の
書
状
の
方
は
見
ず
に
、忠
利
に
返
し
て
し
ま
う
。
次
に
示
す
史
料
で
あ
る
。

　【
史
料
一
四
】

　
　

一
、
去
月
廿
二
日
ニ　

忠
興
様
爲
御
見
廻
、飛
脚
進
上
申
候
処
、で
ん
ば
う
（
伝

法
）
迄
参
着
申
候
、
其
飛
脚
ニ
此
方
御
普
請
之
様
子
、
松
井
・
隼
人
・
大
学

被
聞
度
候
ハ
ん
と
思
、
普
請
当
前
一
書
に
て
申
越
候
処
、
其
三
人
へ
進
之
候

書
状
一
書
迄
を　

忠
興
様
直
ニ
被
成　

御
覧
、
御
腹
立
被
成
、
御
見
廻
の
書

状
も
不
被
成
御
覧
、
此
方
へ
御
返
し
被
成
候
、
御
尤
存
候
、
惣
別
、
御
普
請

之
儀
、
い
か
様
之
儀
候
共
、
申
上
間
敷
候
由
、
堅
被
仰
置
候
間
、
其
覚
悟
ニ

候
而
、
忠
興
様
へ
上
候
書
状
ニ
ハ
何
事
も
普
請
之
儀
、
少
も
書
不
申
候
、
其

上
、
其
刻
、
両
三
人
へ
の
書
状
ニ
堅
御
普
請
之
儀
、
被
申
上
間
敷
候
由
、
書

申
候
、
定
而
可
有
披
見
候
、
状
ハ
、
大
学
所
ニ
と
ま
り
、
一
書
ハ
此
方
へ
帰

し
、
被
仰
置
候
儀
、
相
違
候
様
ニ
可
被
思
召
与
迷
惑
申
候
、
委
細
其
時
之
様

子
大
学
可
存
候
、
大
学
も
御
使
ニ
参
、
誰
そ
別
の
者
取
次
候
と
聞
え
候
、
大

学
居
候
ハ
ヽ
、
か
様
ニ
有
之
ま
し
く
候
、
一
入
迷
惑
申
候
事
、

　
　

一
、
其
刻
御
返
し
被
成
候
我
々
書
状
、
両
三
人
迄
見
せ
申
候
、
如
此
ニ
各
よ
り

の
御
言
伝
爲
可
申
と
御
見
廻
一
篇
の
書
状
に
候
、此
書
状
之
内
之
御
言
伝
共
、

か
様
ニ
被
申
上
候
而
可
然
候
ハ
ヽ
、
可
被
申
上
候
事
、

　
　

一
、
将
軍
様
、
田
原
御
狩
被
成
候
刻
、
御
目
廻
ニ
使
者
を
進
上
申
候
節
、
鵜
殿

兵
庫
殿
以
御
取
成
、
今
度
御
普
請
上
り
候
ハ
ヽ
、
我
々
を
御
目
見
ニ
下
シ
被

申
度
様
ニ
、
忠
興
様
被
思
召
候
、
其
上
、
内
記
も
さ
様
ニ
存
候
と
、
兵
庫
殿

被
仰
上
候
ヘ
ハ
、
普
請
旁
無
用
と
の
御
諚
ニ
而
候
キ
、
兵
庫
殿
被
申
様
ニ
、

主
か
た
よ
り
申
遣
候
よ
り
も
、
同
者
此　

御
諚
御
内
書
ニ
、
其
御
文
躰
可
被

仰
遣
哉
と
被
申
上
候
ヘ
ハ
、
如
此
之　

御
内
書
被
成
下
候
、
御
普
請
上
り
ニ
、

各
御
見
廻
ニ
可
被
罷
下
様
ニ
相
聞
え
候
へ
と
も
、
右
之
通
ニ
候
間
、
我
々
ハ
、

罷
下
ニ
及
ま
し
き
か
と
存
候
、
為
其　

御
内
書
各
ま
て
見
せ
申
候
、
御
次
も

候
ハ
ヽ
可
被
申
上
候
事
、

　
　

一
、
大
学
へ
申
候
、
大
塚
二
郎
左
衛
門
か
た
よ
り
、
右
之
我
々
進
上
申
候
書
状

返
し
申
候
時
、
惣
別
、
書
状
進
上
申
ま
し
き
由
被
仰
候
由
、
我
々
使
口
上
ニ

申
越
候
、
其
分
候
哉
、
但
使
聞
そ
こ
な
い
候
哉
、
旁
迷
惑
不
過
之
候
事
、

　
　
　
　

（
四
月
二
十
七
日　

忠
利
差
出
し
松
井
佐
渡
・
加
々
山
隼
人
・
沢
村
大
学

宛
て
、
松
一
六
八
五
）

　
「
忠
利
か
ら
の
書
状
は
い
っ
さ
い
上
げ
る
な
」
と
の
忠
興
の
御
意
を
使
者
か
ら
聞

い
て
、「
本
当
か
。
聞
き
違
え
た
の
で
は
な
い
か
」
と
戸
惑
う
忠
利
だ
っ
た
。

　

そ
ん
な
親
子
の
緊
張
関
係
の
中
で
、
忠
利
が
、
普
請
三
奉
行
の
内
の
一
人
、
忠
興
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特
命
の
岡
村
半
右
衛
門
を
五
月
十
三
日
に
成
敗
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
が
起
き

る
。
さ
す
が
に
動
揺
し
た
忠
利
は
直
後
に
家
老
衆
に
宛
て
て
忠
興
へ
の
取
り
成
し
を

頼
む
自
筆
の
書
状
を
持
た
せ
た
使
者
を
派
遣
し
、
さ
ら
に
翌
五
月
十
四
日
、
事
件
の

具
体
的
な
状
況
・
証
人
を
明
記
し
た
七
箇
条
の
釈
明
書
を
三
人
の
家
老
衆
に
送
り
、

忠
興
へ
の
取
り
成
し
を
重
ね
て
頼
ん
で
い
る
【
史
料
一
五
】（
図
２
）。

　【
史
料
一
五
】

　
　
　
　
　
　

岡
村
半
右
衛
門
尉
事

　
　

一
、
山
口
に
て
普
請
之
割
符
同
被
仰
付
候
、
車
道
之
松
切
候
而
石
出
可
申
と
申

候
時
、
主
我
等
ニ
た
い
し
申
分
其
所
ニ
一
度
ハ
（
長
岡
）
内
膳
・（
戸
田
）

助
左
衛
門
尉
、
一
度
ハ
（
魚
住
）
市
正
・
内
膳
居
申
候
事
、

　
　

一
、
牧
助
右
衛
門
尉
殿
へ
我
々
と
阿
波
守
殿
・
毛
利
伊
勢
守
殿
同
道
申
、
駿
河

へ
被
参
候
暇
請
ニ
参
候
之
時
、
無
礼
之
事
何
も
供
之
小
性
共
可
存
候
、
其
後

（
住
江
）
小
右
衛
門
尉
を
使
ニ
仕
申
聞
候
間
、
小
右
衛
門
尉
可
存
候
事
、

　
　

一
、
河
津（

戸
）へ
我
々
着
候
時
、
慮
外
之
仕
合
、
中
嶋
左
近
、
其
外
二
三
人
居
申
候
、

失
念
申
候
、
我
々
供
ニ
参
候
小
性
共
ハ
不
残
見
申
候
事
、

　
　

一
、
万
我
等
前
に
て
御
普
請
之
儀
談
合
ニ
参
候
刻
、
主
申
や
う
何
も
可
為
迷
惑

候
、
我
等
ハ
不
及
申
候
事
、

　
　

一
、
古
井
村
に
て
の
普
請
之
談
合
之
時
、
不
聞
申
様
、
木
下
右
衛
門
尉
殿
も
御

座
候
、
内
膳
・
市
正
・
左
近
・
助
左
衛
門
尉
・（
藪
）
大
隅
居
申
候
事
、

　
　

一
、五
月
十
一
日
ニ
御
法
度
そ
む
き
候
囚
人
切
候
之
時
、
名
古
屋
御
小
屋
場
に

て
人
の
出
入
、
我
々
を
留
談
合
申
候
時
之
申
様
、
誠
傍
輩
に
て
も
堪
忍
不
成

申
様
に
て
候
、
近
所
ニ
内
膳
・
大
隅
・
市
正
・
左
近
・
助
左
衛
門
尉
居
申
候
、

此
外
ハ
少
間
を
を
き
何
も
居
申
候
事
、

　
　

一
、
右
之
分
ハ
御
為
と
存
、
其
上
如
此
御
奉
行
ニ
被
仰
付
候
故
、
堪
忍
い
た
し

候
、
然
処
五
月
十
三
日
ニ
根
石

之
事
申
而
、
壱
人
我
等
所
へ
参

候
、
其
時
此
中
之
申
様
、
余
な

る
仕
合
、
已
来
堪
忍
成
ま
し
き

由
申
聞
候
之
処
ニ
、
尚
以
不
聞

申
様
ニ
候
之
間
、
堪
忍
不
成
成

敗
仕
候
、
此
段
々
以
御
機
嫌
、

何
と
そ
申
上
候
而
可
給
候
、
迷

惑
な
る
仕
合
可
申
様
無
之
候
、

右
之
儀
少
も
偽
ハ
候
間
敷
候
、

尚
（
加
々
山
）
主
馬
助
可
申
候
、

何
と
そ
能
様
ニ
被
申
上
候
而
可

給
候
、
以
上
、

　
　
　
　

（
五
月
十
四
日　

忠
利
差
出

し
松
井
佐
渡
・
加
々
山
隼

人
・
沢
村
大
学
宛
て
、
熊

松
四
三
五
）

　

こ
れ
は
、
二
〇
二
一
年
に
西
の
丸
御

蔵
城
宝
館
開
館
記
念
特
別
展
「
名
古
屋

城
誕
生
！
」で
展
示
さ
れ
た
史
料
だ
が
、

一
条
ず
つ
現
代
語
訳
し
て
み
よ
う
。

　
　

一
、
山
口
の
石
切
場
で
場
所
を
幕

府
か
ら
割
り
当
て
ら
れ
、
車
道

の
松
を
切
っ
て
石
出
し
を
し
よ

図 2　岡村半右衛門尉事　熊本大学蔵
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う
と
い
う
時
の
半
右
衛
門
の
私
に
対
し
て
の
申
し
分
。
一
度
は
そ
こ
に
長
岡

内
膳
と
戸
田
助
左
衛
門
、
一
度
は
魚
住
市
正
・
長
岡
内
膳
が
い
た
。

　
　

一
、
幕
府
の
御
普
請
奉
行
牧
助
右
衛
門
殿
の
所
へ
、
私
と
蜂
須
賀
至
鎮
殿
・
毛

利
高
政
殿
（
豊
後
佐
伯
）
が
一
緒
に
、
牧
殿
が
駿
河
へ
参
ら
れ
る
と
い
う
の

で
ご
挨
拶
に
伺
っ
た
時
に
、
半
右
衛
門
が
無
礼
を
働
い
た
こ
と
は
、
い
ず
れ

も
供
の
小
姓
衆
が
知
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
住
江
小
右
衛
門
を
使
い
に
し
て

半
右
衛
門
に
説
諭
し
た
の
で
、
小
右
衛
門
が
知
っ
て
い
る
。

　
　

一
、
河
戸
（
か
う
づ
）
へ
私
が
着
い
た
時
、
思
い
も
掛
け
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。

中
嶋
左
近
そ
の
外
二
、三
人
い
た
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
私
の

供
の
小
姓
共
が
残
ら
ず
見
て
い
た
。

　
　

一
、
私
の
前
に
御
普
請
の
談
合
に
参
っ
た
時
は
い
つ
も
、
半
右
衛
門
の
も
の
の

言
い
方
は
い
ず
れ
も
不
快
で
、
言
葉
に
で
き
な
い
。

　
　

一
、
古
井
村
で
の
普
請
の
談
合
の
時
、
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
様
子
の
時
は
、

木
下
延
俊
殿
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
長
岡
内
膳
・
魚
住
市
正
・
中
嶋
左
近
・

戸
田
助
左
衛
門
・
藪
大
隅
も
そ
の
場
に
い
た
。

　
　

一
、五
月
十
一
日
に
御
普
請
場
の
御
法
度
に
背
い
た
囚
人
を
誅
伐
す
る
時
、
名

古
屋
の
御
小
屋
場
で
、
人
の
出
入
、
私
を
留
め
て
談
合
し
た
時
の
も
の
の
い

い
様
は
、
誠
に
傍
輩
、
仲
間
う
ち
で
あ
っ
て
も
我
慢
な
ら
な
い
よ
う
な
申
し

様
だ
っ
た
。
そ
ば
に
長
岡
内
膳
・
藪
大
隅
・
魚
住
市
正
・
中
嶋
左
近
・
戸
田

助
左
衛
門
が
い
た
。
こ
の
ほ
か
の
者
た
ち
は
皆
少
し
離
れ
た
所
に
い
た
。

　
　

一
、
以
上
の
こ
と
は
、
御
家
の
為
と
思
い
、
そ
の
上
、
忠
興
様
が
御
普
請
奉
行

に
命
じ
ら
れ
た
者
で
あ
る
か
ら
我
慢
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
五
月
十
三
日

に
根
石
の
こ
と
だ
と
言
っ
て
一
人
私
の
所
へ
来
た
、
そ
の
時
の
も
の
の
い
い

様
、
余
り
の
こ
と
に
、
以
後
と
て
も
我
慢
な
ら
な
い
と
半
右
衛
門
に
説
諭
し

て
も
、
な
お
も
聞
か
な
い
申
し
様
だ
っ
た
の
で
、
と
う
と
う
我
慢
で
き
ず
に

成
敗
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
情
を
、
忠
興
様
の
ご
機
嫌
の
い
い
時
に
ど
う
か
申

し
上
げ
て
下
さ
る
よ
う
に
。
不
快
な
こ
と
言
葉
に
表
し
よ
う
も
な
い
。
以
上

の
こ
と
は
少
し
も
偽
り
は
な
い
。
使
い
の
加
々
山
主
馬
助
が
口
上
で
申
す
の

で
、
何
と
ぞ
、
よ
き
よ
う
に
忠
興
様
に
申
し
上
げ
て
く
れ
。

　

こ
の
よ
う
に
忠
利
は
、
忠
興
の
信
任
厚
い
特
使
岡
村
半
右
衛
門
の
自
分
に
対
す
る

所
行
を
一
つ
一
つ
、
証
人
と
な
る
者
た
ち
の
名
前
を
示
し
て
書
き
上
げ
な
が
ら
、
半

右
衛
門
を
成
敗
し
た
こ
と
を
忠
興
に
取
り
成
し
て
く
れ
る
よ
う
、
家
老
た
ち
に
頼
ん

だ
の
だ
っ
た
。
細
川
家
の
公
式
家
譜
『
綿
考
輯
録
』
に
よ
る
と
、成
敗
し
た
の
は
、「
石

取
場
か
う
つ
ま
駒
野
」（
第
四
巻
・
出
水
叢
書 

二
二
頁
）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

慶
長
九
年
に
細
川
家
の
跡
取
り
と
な
っ
た
忠
利
は
、
こ
の
名
古
屋
城
普
請
よ
り
前

の
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）、
江
戸
城
石
垣
普
請
な
ど
で
も
忠
興
を
補
佐
し
て
、

普
請
の
采
配
を
取
っ
て
い
る
の
だ
が
、同
じ
細
川
家
中
で
も
太
守
の
忠
興
は
忠
興
の
、

そ
し
て
跡
取
り
の
忠
利
は
忠
利
の
家
臣
団
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
息
子
の
忠
利
が
、

太
守
で
あ
る
忠
興
の
家
臣
を
忠
興
の
許
可
な
く
成
敗
す
る
と
い
う
こ
と
は
御
家
騒
動

に
も
発
展
し
兼
ね
な
い
大
変
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
前
述
し
た
親
子
の
緊

張
関
係
が
生
じ
て
い
る
時
に
、
忠
興
の
普
請
の
特
使
と
も
い
う
べ
き
家
臣
を
成
敗
し

て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
忠
利
も
忠
興
に
報
告
す
る
の
が
ど
ん
な
に
か
恐
ろ
し
か
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
も
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
下
国
の
途
中
で
忠
興
は
、「
他

の
大
名
衆
に
無
礼
を
働
い
た
者
は
、
成
敗
せ
ず
に
籠
に
入
れ
て
、
自
分
に
報
告
す
る

よ
う
に
」
と
命
じ
て
い
た
。
家
臣
が
無
礼
を
働
い
た
相
手
が
ほ
か
の
大
名
衆
で
な
く

息
子
の
忠
利
だ
っ
た
と
し
て
も
、
許
可
な
く
成
敗
し
て
し
ま
っ
て
忠
興
は
許
し
て
く

れ
る
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
こ
の
名
古
屋
城
普
請
で
忠
利
は
、
忠
興
の
囚
人
四
人
を
預

か
っ
て
籠
に
入
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
処
置
は
忠
興
に
伺
い
を
入
れ
て
い
る
の
で
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あ
る
（
松
一
二
一
四
、
松
一
七
一
四
）。

　

そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
岡
村
の
成
敗
事
件
で
は
籠
に
も
入
れ
ず
直
接
成
敗

し
て
い
る
の
だ
。
忠
利
は
、
重
ね
て
自
筆
の
書
状
で
も
三
家
老
に
取
り
成
し
を
頼
ん

で
い
る
。
ま
た
、成
敗
直
後
と
思
わ
れ
る
の
が
、忠
利
自
筆
の
書
状
【
史
料
一
六
】（
図

３
）
で
あ
る
。

　【
史
料
一
六
】

　
　
　

尚
〳
〵
様
子
ハ
遣
候
間
、
書
中
ニ
不
得
申
候
、
何
共
め
い
わ
く
申
候
、

　
　
　

以
上
、

態
人
を
さ
し
下
候
、
岡
村
半
右
衛
門
尉
儀
、
我
々
ニ
た
ひ
し
三
度
迄
か
ん
に
ん

の
な
ら
さ
る
申
様
仕
候
へ
と
も
、
御
奉
行
ニ
御
下
被
成
、
其
上
御
前
を
は
ゝ
か

り
候
て
か
ん
に
ん
申
候
処
ニ
、
五
月
十
二
日
ニ
我
々
へ
た
い
し
、
口
お
し
き
申

様
か
ん
に
ん
（
折
り
返
し
）
不
成
候
間
、
せ
い
は
い
我
〳
〵
仕
候
、
以
来
き
こ

し
め
し
候
ハ
ヽ
御
聞
わ
け
も
可
被
成
候
、
ミ
な
〳
〵
も
能
し
り
候
間
、
罷
帰
候

て
御
尋
可
有
、
此
よ
し
も
し
御
次
も
候
ハ
ヽ
可
申
上
候
、
恐
々
謹
言
、

ひ
る
七　
　
　
　
　
　
　
　

内
記

　
　

五
月
十
二
日　
　
　
　
　
　

忠
（
花
押
）

　
　
　
　
　

松
井
殿

　
　
　
　
　

隼
人
殿

　
　
　
　
　

大
か
く
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
一
七
七
七
）

　

こ
の
書
状
は
「
五
月
十
二
日
」
の
日
付
に
な
っ
て
お
り
、
い
か
に
忠
利
が
慌
て
て

動
揺
し
て
い
た
か
を
暗
示
し
て
い
る
。「
ひ
る
七
」（
午
後
四
時
）、
岡
村
を
成
敗
し

た
直
後
、
そ
の
興
奮
さ
め
や
ら
ぬ
忠
利
の
自
筆
の
釈
明
状
で
あ
る
。
こ
の
書
状
の
写

真
だ
が
、
所
有
者
の
細
川
家
筆
頭
家
老
松
井
家
の
第
十
四
代
御
当
主
で
、
現
在
熊
本

県
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長
の
松
井
葵
之
氏
に
、「
ぜ
ひ
名

古
屋
の
皆
さ
ま
に
ご
紹
介
し
た
い
」
と
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、「
使
っ
て
い
た
だ
い

て
光
栄
で
す
」
と
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
。
松
井
館
長
に
は
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て

厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

　

さ
て
、【
史
料
一
五
】
五
月
十
四
日
付
の
七
箇
条
の
史
料
に
は
、
名
古
屋
城
普
請

の
多
く
の
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
山
口
、
河
戸
、
古
井
村
の
石
場
で
の
様
子
、
邪

魔
に
な
る
松
を
切
っ
て
車
で
石
を
出
し
た
り
、
幕
府
の
御
普
請
奉
行
や
他
の
大
名
た

ち
と
の
談
合
す
る
様
子
、
さ
ら
に
、
御
法
度
に
背
け
ば
小
屋
場
で
誅
伐
さ
れ
て
い
た

図 3　細川忠利自筆書状　一般財団法人松井文庫蔵
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こ
と
な
ど
、
と
て
も
リ
ア
ル
に
普
請
の
現
場
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
月
十
三

日
に
根
石
の
こ
と
で
忠
利
の
所
へ
行
き
成
敗
さ
れ
た
岡
村
だ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も

こ
の
時
点
で
根
石
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

恐
ら
く
は
忠
興
の
権
力
を
笠
に
着
て
振
舞
っ
た
で
あ
ろ
う
岡
村
半
右
衛
門
が
、
ど

の
よ
う
に
、
ど
ん
な
無
礼
を
若
殿
様
の
忠
利
に
働
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
忠
利
の
怒

り
が
抑
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
後
、
忠
興
の
機
嫌
は
ず
っ
と

悪
い
ま
ま
で
、
七
夕
の
ご
祝
儀
も
受
け
取
っ
て
も
ら
え
ず
、
忠
利
は
困
り
果
て
た
の

だ
っ
た
。

　【
史
料
一
七
】

　
　

一
、
御
普
請
替
事
も
無
之
候
、
奉
行
衆
駿
河
へ
被
参
候
ヘ
ハ
、
必
少
づ
ゝ
御
好

替
申
候
、
又
、
四
五
日
中
ニ
駿
河
へ
被
参
候
由
ニ
候
間
、
又
替
儀
も
可
有
之

候
、
根
石
ハ
可
為
当
月
中
候
、

　
　
　
　

（
五
月
十
四
日　

忠
利
差
出
し
松
井
佐
渡
・
加
々
山
隼
人
・
沢
村
大
学
宛

て
、
松
一
六
七
二
）

　

こ
の
五
月
十
四
日
付
の
書
状
【
史
料
一
七
】
で
は
根
石
は
五
月
中
だ
ろ
う
と
述
べ
、

「
幕
府
の
御
普
請
衆
が
駿
河
へ
参
ら
れ
れ
ば
必
ず
少
し
ず
つ
大
御
所
様
の
御
好
み
が

変
わ
る
。
ま
た
、
四
、五
日
中
に
駿
河
に
参
ら
れ
る
の
で
、
ま
た
変
わ
る
こ
と
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
」
と
伝
え
て
い
る
。
普
請
の
状
況
は
家
康
の
意
向
で
度
々
変
更
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

三　

諸
大
名
の
協
力
関
係
と
経
験
の
継
承

　

さ
て
、
名
古
屋
城
御
普
請
の
方
だ
が
、
六
月
十
七
日
の
時
点
で
名
古
屋
城
の
御
本

丸
の
分
は
、
細
川
家
中
も
ほ
か
の
何
れ
の
家
中
も
、
石
垣
天
部
の
な
ら
し
の
段
階
に

な
っ
た
。
次
の
忠
利
書
状
が
注
目
さ
れ
る
。

　【
史
料
一
八
】

当
城
御
本
丸
、
御
家
中
も
何
も
の
衆
も
な
ら
し
候
へ
と
も
、
事
々
敷
昼
夜
な
く

懸
申
候
故
、
角
に
も
か
ま
ひ
な
く
境
目
を
あ
け
、
面
々
築
上
申
候
故
、
な
ら
し

ぎ
ハ
に
て
、
五
寸
・
六
寸
く
ひ
ち
か
ひ
申
候
故
、
あ
の
う
ハ
不
苦
候
と
申
候
へ

と
も
、
御
大
工
太
和
（
中
井
正
清
）
弟
子
、
か
ね
を
あ
て
聞
不
申
候
、
前
々
よ

り
如
此
候
儀
無
之
事
と
申
候
、
左
様
ニ
候
而
、
い
つ
れ
も
石
垣
な
を
し
申
候
衆
、

太
夫
殿
（
福
島
正
則
）・
阿
波
守
（
蜂
須
賀
至
鎮
）・
山
土
州
（
山
内
忠
義
）・

生
駒
左
近
（
正
俊
）・
鍋
嶋
信
濃
（
勝
茂
）・
毛
利
長
門
（
秀
就
）、
此
衆
御
家

中
少
つ
ゝ
く
づ
し
候
て
、
な
を
し
申
候
、
田
中
（
忠
政
）
と
筑
前
（
黒
田
長
政
）

ハ
、
い
ま
た
を
く
れ
申
候
故
、
そ
れ
が
仕
合
ニ
成
候
而
、
上
に
て
被
合
な
ら
し

可
申
と
聞
へ
申
候
、両
人
ハ
い
ま
た
な
ら
し
出
来
不
申
候
、三
左
衛
門
尉
殿
（
池

田
輝
政
）
御
手
前
も
御
な
を
し
申
候
様
ニ
と
［　
　
　
　

］
申
候
、
い
ま
た
御

な
を
し
な
く
候
、
是
も
御
く
つ
し
候
ハ
ん
と
聞
申
候
、
少
も
直
し
不
申
は
や
く

出
来
申
候
ハ
寺
志
摩
（
寺
沢
広
高
）・
浅
紀
州
（
浅
野
幸
長
）
計
に
て
候
、
多

か
少
か
な
を
さ
ぬ
も
の
ハ
無
之
候
、
御
家
中
も
お
ほ
く
な
を
し
候
衆
の
な
ミ
に

て
候
、
委
細
此
者
可
申
候
、

　
　
　
　

（
六
月
十
七
日　

忠
利
差
出
し
松
井
・
大
学
宛
て
、
松
一
一
八
八
）

　

昼
夜
な
く
普
請
を
急
い
で
、
境
目
を
あ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
中
が
石
垣
を
築
き
上

げ
た
た
め
、
天
部
の
高
さ
が
五
寸
、
六
寸
（
一
五
～
一
八
㎝
）
違
っ
て
し
ま
う
と
い

う
事
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
忠
利
は
家
老
衆
に
こ
う
伝
え
て
い
る
。

　
「
穴あ

の
う生

衆
（
石
垣
を
築
く
専
門
集
団
）
は
そ
れ
で
も
構
わ
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、

御
大
工
大
和（
幕
府
の
大
工
棟
梁
中
井
正
清
）の
弟
子
は
曲か

ね
じ
ゃ
く尺（
Ｌ
字
型
の
も
の
さ
し
）

を
当
て
て
駄
目
だ
と
い
っ
て
聞
か
ず
、『
か
つ
て
こ
ん
な
こ
と
は
な
い
』と
い
う
の
で
、

福
島
・
蜂
須
賀
・
山
内
・
生
駒
・
鍋
嶋
・
毛
利
の
家
中
は
、
少
し
ず
つ
崩
し
て
石
垣
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を
直
し
た
。
田
中
忠
政
と
黒
田
長
政
の
所
は
普
請
が
遅
れ
て
い
た
の
で
そ
れ
が
却
っ

て
幸
い
し
た
。
池
田
輝
政
の
所
も
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
だ
直
し
て
い
な

い
。
池
田
も
崩
し
て
直
す
と
聞
い
て
い
る
。
早
く
出
来
た
の
は
、
寺
沢
広
高
と
浅
野

幸
長
ば
か
り
で
、
大
な
り
小
な
り
直
さ
な
く
て
よ
い
者
は
い
な
い
。
細
川
家
中
も
多

く
直
す
方
の
部
類
だ
」。

　

幕
府
の
御
普
請
法
度
書
に
し
た
が
っ
て
、
各
家
中
が
境
目
を
残
し
置
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
石
垣
を
築
い
た
た
め
の
ロ
ス
だ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
中
が
築
い
た
石
垣
を

崩
し
て
天
部
が
そ
ろ
う
よ
う
に
直
し
て
な
ら
し
た
が
、
そ
れ
に
は
当
然
、
大
名
ど
う

し
の
協
力
が
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
。
こ
の
書
状
の
中
で
、
本
丸
普
請
に
、
前
年
丹
波

篠
山
城
普
請
を
手
掛
け
て
急
遽
後
か
ら
加
わ
っ
た
福
島
・
池
田
・
浅
野
・
蜂
須
賀
・

山
内
・
生
駒
・
毛
利
の
名
前
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
、「
事
々
敷
昼
夜

な
く
懸
申
候
故
」
と
あ
る
が
、
夜
通
し
か
け
て
普
請
を
行
な
う
の
は
、
築
城
を
急
ぐ

慶
長
期
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
元
和
九
年（
一
六
二
三
）の
大
坂
普
請
で
は「
朝

ハ
夜
明
ニ
出
、
晩
者
あ
か
き
内
ニ
あ
ぐ
へ
く
候
」（
松
五
三
〇
）
と
し
、
寛
永
十
三

年
（
一
六
三
六
）
江
戸
城
普
請
に
際
し
て
の
幕
府
の
掟
書
の
中
で
は
「
夜
普
請
停
止

之
事
」、「
御
普
請
ニ
出
候
時
分
朝
ハ
六
ツ
、
晩
ハ
上
り
候
時
分
七
ツ
半
」
と
夜
普
請

を
禁
じ
て
、
午
前
六
時
か
ら
午
後
四
時
半
ま
で
と
普
請
時
間
を
規
定
し
て
い
る
（
永

青
文
庫　

神
雑
一
・
一
〇
〇
・
一
）。

　

次
に
示
す
六
月
二
十
七
日
の
書
状
【
史
料
一
九
】
で
忠
利
は
、
大
御
所
様
か
ら
諸

大
名
に
普
請
の
ご
褒
美
が
出
さ
れ
る
こ
と
と
、
御
普
請
上
が
り
に
諸
大
名
が
江
戸
の

将
軍
に
挨
拶
に
行
く
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

　【
史
料
一
九
】

　
　

大
御
所
様
ゟ
普
請
く
ろ
う
仕
由
、
被
仰
出
、
御
内
書
共
ニ
御
帷
四
ツ
、
御
た
う

ふ
く
一
ツ
、
万
病
円
一
つ
ゝ
ミ
、
江
川
の
御
た
る
二
ツ
、
拝
領
仕
、
御
使
阿
部

左
馬
介
殿
御
出
候
、
則
、
御
う
け
申
上
候
、
御
た
る
之
儀
ハ
、
三
左
衛
門
尉
殿

（
池
田
輝
政
）・
昨
州
（
森
忠
政
）・
紀
州
（
浅
野
幸
長
）・
大
夫
殿
（
福
島
正
則
）・

黒
田
殿
（
長
政
）、
我
々
迄
ニ
被
下
候
よ
し
候
て
、
上
州
（
本
多
正
純
）
ゟ
奉

行
衆
へ
そ
へ
状
の
う
つ
し
奉
行
衆
に
も
ち
候
て
、
御
出
候
、
則
、
う
つ
し
進
之

候
、
忝
義
と
も
ニ
候
、
す
る
か
へ
可
然
様
ニ
被
仰
上
候
様
ニ
御
披
露
あ
る
へ
く

候
、
御
た
る
二
つ
の
う
ち
一
ツ
ハ
、
御
家
中
物
か
し
ら
衆
へ
ふ
る
ま
ひ
可
申
た

め
残
申
候
、
一
ツ
ハ
忠
興
様
へ
上
申
候
、
可
然
様
ニ
可
被
申
上
候
、
又
、
将
軍

様
ゟ
御
使
と
し
て
、
嶋
田
兵
四
郎
殿
御
越
候
て
、
御
内
書
被
下
、
御
帷
五
十
之

内
、
御
一
へ
物
廿
拝
領
仕
、
此
段
、
可
被
申
上
候
、
何
も
、
御
普
し
ん
あ
か
り

ニ
江
戸
へ
可
罷
下
よ
し
、
江
戸
衆
へ
申
入
ら
れ
候
と
、
聞
申
候
、
其
内
、
中
国
・

四
国
衆
ハ
、
は
や
被
下
候
間
、
こ
れ
も
越
年
ニ
く
れ
ニ
可
罷
下
よ
し
、
被
申
候

と
聞
申
候
、
黒
田
な
と
ハ
有
無
ニ
す
く
ニ
可
罷
下
よ
し
と
、
聞
申
候
、
我
々
事

ハ
、
先
書
ニ
如
申
、
御
内
書
を
被
下
、
罷
下
事
無
用
と
被
仰
出
候
間
、
く
る
し

か
る
ま
し
き
か
と
存
事
ニ
候
、
従　

忠
興
様
何
と
可
被
仰
出
や
、
此
方
相
替
事

な
く
、
御
ふ
し
ん
仕
候
、

　
　
　
（
六
月
二
十
七
日　

忠
利
差
出
し
松
井
・
大
学
・
隼
人
宛
て
、
松
一
一
一
九
）

　

永
青
文
庫
に
は
、
普
請
中
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
五
月
十
九
日
付
の
将
軍
秀
忠
か
ら
の

細
川
内
記
（
忠
利
）
宛
て
の
御
内
書
（
永
青
文
庫　

神
番
外
二
・
六
）、
六
月
二
十
日

付
の
家
康
か
ら
忠
利
宛
て
の
御
内
書
（
永
青
文
庫　

一
〇
八
・
三
箱
一
八
・
二
）
の
原

本
が
存
在
し
て
い
る
が
、
家
康
か
ら
の
御
内
書
に
は
「
本
丸
早
々
出
来
喜
思
召
候
」

と
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
忠
利
の
書
状
【
史
料
一
九
】
に
「
中
国
・
四
国
衆
が
普
請
上

が
り
に
江
戸
に
行
く
、
黒
田
な
ど
は
有
無
を
言
わ
せ
ず
す
ぐ
に
江
戸
に
行
く
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
本
丸
・
二
の
丸
と
も
に
石
垣
普
請
は
六
月
二
十
七
日
ま
で
に
は
一
通

り
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
四
ヵ
月
近
く
も
後
の
十
月



96

十
一
日
付
忠
利
の
書
状
【
史
料
二
〇
】
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　【
史
料
二
〇
】

御
普
請
奉
行
牧
助
右
衛
門
殿
ゟ
申
来
候
、
駿
河
之
御
城
者
、
九
日
之
晩
ニ
火
事

参
、
不
残
焼
申
候
由
候
、
…
尚
々
御
普
請
も
四
、五
日
中
ニ
こ
と
〳
〵
く
相
済
、

普
請
之
者
と
も
差
上
せ
可
被
申
候
、
我
々
も
十
四
五
日
之
時
分
、
必
爰
元
を
立

上
申
候
、

　
　
　
　

（
十
月
十
一
日　

晩
酉
之
下
刻　

忠
利
差
出
し
松
井
佐
渡
・
加
々
山
隼
人
・

沢
村
大
学
宛
て
、
松
二
六
一
二
）

　

こ
の
史
料
は
「
御
普
請
奉
行
の
牧
助
右
衛
門
が
十
月
九
日
に
駿
府
城
が
火
事
に

あ
っ
て
残
ら
ず
焼
け
た
と
知
ら
せ
て
き
た
こ
と
」
を
十
一
日
の
夜
七
時
に
国
元
の
忠

興
に
速
報
す
る
書
状
な
の
だ
が
、
忠
利
は
「
御
普
請
も
四
、五
日
中
に
悉
く
済
み
、

普
請
の
者
を
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
」「
自
分
も
十
月
十
四
、五
日
に
は
必
ず
名
古

屋
を
出
立
す
る
こ
と
」
を
伝
え
て
い
る
。
ほ
か
の
時
代
の
公
儀
普
請
の
史
料
を
通
覧

す
る
と
、
丁
場
ご
と
に
石
・
栗
石
の
片
づ
け
が
済
ん
で
石
垣
普
請
の
終
わ
っ
た
組
か

ら
、
必
要
な
人
数
だ
け
残
し
て
国
元
へ
帰
っ
て
い
る
。
無
駄
な
経
費
を
掛
け
な
い
た

め
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
二
六
年
後
の
寛
永
十
三
年
の
江
戸
城
石
垣
普

請
の
時
に
な
る
が
、
石
垣
普
請
後
の
行
程
を
示
す
史
料
を
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
こ

う
。
普
請
が
終
わ
っ
て
最
後
に
残
っ
た
普
請
衆
の
人
数
と
任
務
の
報
告
書
で
あ
る
。

　【
史
料
二
一
】

　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　

一
、
今
ま
て
残
り
申
候
御
役
人
千
三
百
人
御
座
候
、

　
　
　
　
　
　
　

内

　
　

一
、
千
人
ハ　

明
後
七
日
ニ
御
上
せ
被
成
可
然
奉
存
候
、
今
日
明
日
之
間
、
石

く
り
石
か
た
つ
け
共
相
済
申
候
、
道
中
御
奉
行
ニ
つ
け
候
て
上

せ
申
、
御
物
頭
御
馬
廻
衆
、
別
紙
ニ
書
付
上
ヶ
申
候
、

　
　

一
、
三
百
人
ハ　

い
つ
れ
も
の
衆
御
上
せ
被
成
、
小
屋
払
仕
、
其
跡
を
な
ら
し
、

ひ
き
く
御
座
候
所
な
と
を
む
め
仕
廻
可
申
候
、
か
様
之
儀
仕

廻
申
候
ハ
ヽ
六
七
日
も
逗
留
可
参
候
、
い
つ
れ
も
御
上
せ
不

被
成
候
へ
ば
、
小
屋
払
可
仕
様
無
御
座
候
、
此
三
百
人
之
儀

ハ
（
谷
）
忠
兵
衛
・（
松
山
）
権
兵
衛
・
御
馬
廻
衆
五
人
残

シ
置
、
召
つ
れ
可
罷
上
候
、
此
地
ニ
残
り
居
申
候
御
侍
衆
書

付
上
ヶ
申
候
、

　
　
　
　

（
寛
永
十
三
年
四
月
五
日　

松
山
権
兵
衛
・
谷
忠
兵
衛
・
長
岡
佐
渡
守
差

出
し
奥
田
権
左
衛
門
宛
て
、
熊
松
五
五
〇
七
）

　

最
後
に
残
っ
た
一
三
〇
〇
人
の
内
一
〇
〇
〇
人
が
石
・
栗
石
な
ど
の
片
づ
け
を
し

て
帰
国
し
、
残
る
三
〇
〇
人
で
小
屋
払
い
を
す
る
。
小
屋
が
建
っ
て
い
た
所
を
な
ら

し
て
、
低
く
な
っ
た
所
は
土
で
埋
め
て
道
を
整
地
す
る
。
そ
れ
に
六
、七
日
は
か
か

る
。
ま
た
、
最
後
に
は
幕
府
の
普
請
奉
行
か
ら
普
請
上
が
り
の
切
手
が
発
行
さ
れ
た

（
元
和
六
年
大
坂
普
請
、
松
五
二
五
）。
元
和
六
年
の
大
坂
普
請
で
は
十
月
二
十
八
日

に
幕
府
普
請
奉
行
衆
か
ら
の
上
り
切
手
が
出
て
、
帰
国
の
普
請
衆
が
出
船
す
る
の
が

十
一
月
八
日
、
そ
の
後
も
跡
処
理
の
た
め
残
る
衆
が
四
〇
〇
人
い
た
（
松
五
二
五
）。

　

名
古
屋
城
普
請
で
も
当
然
、
幕
府
の
奉
行
衆
の
許
可
を
得
て
普
請
衆
は
国
に
引
き

上
げ
た
で
あ
ろ
う
。
小
屋
払
い
も
掃
除
も
す
べ
て
終
え
た
後
、
御
暇
を
得
て
忠
利
が

国
元
に
帰
っ
た
の
が
【
史
料
二
〇
】
の
十
月
十
四
、五
日
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
公
儀
普
請
と
い
う
の
は
他
の
家
中
と
一
緒
に
や
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
か

ら
、
大
名
間
の
談
合
が
大
変
重
要
だ
っ
た
。
六
月
十
七
日
付
の
書
状
【
史
料
二
二
】

の
中
で
、
忠
利
は
次
の
よ
う
に
国
元
の
家
老
た
ち
に
報
告
し
て
い
る
。
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　【
史
料
二
二
】

　
　

一
、
羽
三
左
衛
門
殿
（
池
田
輝
政
）、
忠
興
様
之
事
、
思
之
外
御
肝
煎
候
て
、

御
普
請
之
儀
も
談
合
ニ
切
々
人
を
給
候
、
左
様
之
御
筋
目
も
有
之
哉
と
存
候

処
、鵜
兵
庫
殿
（
鵜
殿
氏
長
）
ゟ
如
此
我
々
か
た
へ
書
状
参
候
間
、則
、皆
々

共
迄
ミ
せ
申
候
、
我
々
も
三
左
御
小
屋
へ
参
、
此
中
之
御
心
付
忝
候
、
忠
興

様
へ
も
可
申
進
由
申
候
、
又
、
我
々
か
た
へ
御
出
候
ハ
ん
と
の
事
ニ
候
事
、

　
　

一
、
御
普
請
奉
行
衆
、
牧
助
右
（
長
勝
）
ハ
不
及
申
、
万
御
肝
煎
候
、
佐
久
間

河
内
殿
（
政
実
）、
事
々
敷
内
証
と
も
御
馳
走
に
て
候
、
其
段
面
に
て
候
ハ

ね
ハ
、
具
ニ
不
得
申
候
事
、

　
　

一
、
太
夫
殿
（
木
下
延
俊
）
事
、
前
々
不
相
替
、
我
々
か
た
へ
も
折
々
御
出
候
、

我
々
も
折
々
参
候
、
乍
去
、
毛
利
伊
勢
守
（
高
政
）
と
我
々
よ
く
候
と
て
、

か
げ
に
て
御
つ
り
候
由
ニ
候
、
さ
れ
と
も
、
其
段
我
々
へ
も
御
申
な
く
候
、

い
か
に
太
夫
殿
左
様
ニ
御
申
候
と
て
も
、
勢
州
事
、
別
而
、
忠
興
様
御
懇
ニ

候
間
、
太
夫
殿
如
何
ニ
御
不
足
候
と
も
、
か
ま
ひ
申
間
敷
候
、
勢
州
と
日
々

咄
、
万
御
如
在
な
き
御
存
分
ニ
候
事
、
御
尋
之
折
節
ハ
、
此
段
御
心
得
可
有

之
候
事
、

　
　

一
、
金
雲
州
（
金
森
可
重
）
と
御
間
む
つ
〳
〵
と
も
無
之
由
ニ
承
候
へ
と
も
、

さ
れ
と
も
い
ま
た
御
中
た
が
ひ
と
ハ
聞
不
申
候
内
ニ
、
津
小
平
二
（
津
田
秀

政
）
御
肝
煎
候
而
、
互
之
御
如
在
無
之
と
、
雲
州
御
物
語
候
て
、
我
々
所
へ

も
細
々
御
出
候
、
我
々
ハ
い
ま
た
不
参
候
、
や
か
て
雲
州
へ
も
可
参
と
存
候
、

忠
興
様
へ
も
以
書
状
御
申
候
事
、

　
　
　
　

（
六
月
十
七
日　

忠
利
差
出
し
松
井
佐
渡
・
沢
村
大
学
宛
て
、
松

二
四
四
七
）

　
「
池
田
輝
政
殿
は
忠
興
様
と
自
分
の
こ
と
を
思
い
の
ほ
か
心
配
し
て
取
り
成
し
て

く
れ
て
い
て
、
普
請
の
こ
と
も
談
合
の
た
め
度
々
人
を
よ
こ
さ
れ
、
自
分
も
池
田
の

小
屋
へ
お
礼
に
行
き
、
ま
た
あ
ち
ら
か
ら
も
尋
ね
て
く
だ
さ
る
と
の
こ
と
だ
。
幕
府

の
普
請
奉
行
の
牧
助
右
衛
門
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
佐
久
間
河
内
殿
も
内
緒
で
振

舞
っ
て
く
だ
さ
る
。
木
下
延
俊
殿
は
前
々
と
相
変
わ
ら
ず
自
分
の
所
に
も
折
々
参
ら

れ
る
。自
分
も
折
々
訪
ね
て
い
る
。忠
興
様
と
特
に
仲
の
い
い
毛
利
高
政
殿
と
も
日
々

話
し
て
い
る
。忠
興
様
と
そ
れ
ほ
ど
仲
が
い
い
と
は
聞
い
て
い
な
い
金
森
可
重
殿（
飛

騨
高
山
）
は
、
津
田
秀
政
殿
（
旗
本
）
の
肝
煎
で
自
分
の
所
へ
度
々
御
出
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
で
、
自
分
も
そ
の
う
ち
尋
ね
よ
う
と
思
っ
て
い
る
」。

　

慶
長
十
一
年
の
江
戸
城
普
請
、
慶
長
十
三
年
の
駿
府
城
普
請
、
そ
し
て
こ
の
名
古
屋

城
普
請
の
掟
書
で
も
御
普
請
中
の
振
舞
い
は
堅
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
の
、

幕
府
の
普
請
奉
行
の
忠
利
へ
の
「
事
々
敷
」（
た
い
そ
う
な
）
内
緒
の
振
舞
い
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
次
の
【
史
料
二
三
】
も
興
味
深
い
。

　【
史
料
二
三
】

　
　

三
左
衛
門
尉
殿
な
こ
や
に
て
ハ
、
忠
興
様
へ
石
過
分
ニ
被
進
、
又
、
三
左
御
上

候
跡
ニ
も
、
右
京
ニ
御
申
付
候
て
、
石
な
と
御
用
ニ
御
立
あ
り
た
き
よ
し
に
て

候
キ
、
其
段
可
被
申
上
候
、

　
　
　
　

（
十
一
月
十
八
日　

忠
利
差
出
し
松
井
・
大
学
宛
て
、
松
一
六
〇
〇
）

　

忠
興
と
特
に
仲
の
い
い
池
田
輝
政
が
、
石
を
た
く
さ
ん
提
供
し
て
く
れ
た
上
、
自

分
が
普
請
場
を
離
れ
た
後
も
右
京
に
命
じ
て
石
な
ど
の
提
供
を
申
し
出
て
く
れ
た
こ

と
を
、
忠
興
に
報
告
す
る
よ
う
家
老
衆
に
伝
え
て
い
る
。

　

忠
利
は
こ
の
よ
う
に
、
父
忠
興
の
交
友
関
係
を
引
き
継
ぐ
形
で
他
の
大
名
家
や
幕

府
の
奉
行
た
ち
と
の
交
流
を
図
っ
て
、
日
々
談
合
し
て
公
儀
普
請
を
乗
り
切
っ
て

い
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、細
川
家
の
名
古
屋
城
石
垣
普
請
は
無
事
に
終
わ
っ
た
。
し
か
し
、残
っ
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た
の
は
借
銀
で
あ
る
。

　【
史
料
二
四
】

　
　

し
や
く
銀
之
儀
ニ
付
而
、
使
者
を
さ
し
の
ほ
せ
候
間
申
候
、
な
こ
や
以
来
、
か

り
申
候
か
ね
と
も
返
し
申
候
故
、
此
方
に
ハ
少
も
無
之
候
、
其
上
、
未
十
く
わ

ん
め
、
上
様
御
だ
い
く
わ
ん
衆
ゟ
か
り
申
候
へ
共
、
当
年
な
し
申
候
事
不
成
候

て
、上
方
に
て
か
り
か
へ
申
候
、そ
れ
も
と
ゝ
の
を
り
可
申
を
不
存
候
間
、我
々

か
た
ゟ
し
る
人
も
こ
れ
な
く
候
間
、両
人
し
る
人
之
処
へ
も
状
を
御
や
り
候
て
、

き
も
入
申
候
様
ニ
候
て
可
給
候
、
こ
れ
ゟ
も
さ
い
か
く
申
付
可
申
候
、

　
　
　
　

（
十
一
月
四
日　

忠
利
差
出
し
松
井
・
大
学
宛
て
、
松
二
六
二
一
）

　
【
史
料
二
四
】
に
見
る
よ
う
に
、
名
古
屋
城
普
請
で
忠
利
は
幕
府
の
御
代
官
衆
か

ら
借
銀
を
し
て
、
そ
れ
を
全
額
返
す
た
め
に
手
元
の
お
金
で
は
足
り
ず
に
上
方
で
又

借
銀
を
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
国
元
の
家
老
衆
に
「
自
分
に
は
上
方
に
知
り
合
い

も
な
い
の
で
、
ど
う
か
そ
の
方
た
ち
の
知
り
合
い
に
も
手
引
き
を
頼
ん
で
ほ
し
い
。

そ
の
者
に
こ
れ
か
ら
も
借
銀
の
肝
煎
を
頼
み
た
い
」と
書
き
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

忠
興
に
、
金
の
催
促
の
、
し
か
も
忠
興
に
は
決
し
て
見
せ
る
な
と
書
い
て
し
ま
っ

た
書
状
を
見
ら
れ
、
そ
し
て
忠
興
の
取
り
立
て
た
家
臣
を
許
可
な
く
成
敗
し
、
さ
ら

に
、
忠
興
に
将
軍
秀
忠
に
お
目
見
え
す
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
忠
利
は
、
謁
見
は
必
要
な
い
と
の
御
内
書
を
も
ら
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
普

請
上
が
り
の
お
目
見
え
も
し
な
か
っ
た
の
だ
【
史
料
一
四
】【
史
料
一
九
】。

　

こ
う
し
て
数
々
の
失
態
を
重
ね
、
忠
興
の
御
前
を
そ
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
忠
利

だ
っ
た
が
、
父
を
恐
れ
て
年
末
に
な
っ
て
も
自
分
の
居
城
の
中
津
ま
で
帰
る
こ
と
が

で
き
ず
、
国
東
竹
田
津
の
対
岸
に
あ
る
豊
前
姫
嶋
に
逗
留
し
、
そ
こ
か
ら
小
倉
の
家

老
衆
と
、
祖
母
光
寿
院
に
、
忠
興
へ
の
取
り
成
し
を
頼
む
書
状
を
書
き
送
っ
た
。【
史

料
二
五
】【
史
料
二
六
】
で
あ
る
。

　【
史
料
二
五
】

我
々
事
、
今
度
ハ
御
き
け
ん
を
そ
こ
な
い
申
、
そ
れ
の
ミ
な
ら
す
、
前
々
ゟ
も

不
届
事
重
可
申
候
間
、
先
、
ひ
め
嶋
迄
参
申
候
、
他
国
ニ
い
申
候
て
も
、
下
々

不
届
事
仕
候
ヘ
ハ
、
我
々
事
ハ
と
も
か
く
も
に
て
候
へ
ど
も
、
御
外
聞
迄
う
し

な
い
申
様
ニ
候
ヘ
ハ
、
い
か
ゝ
に
候
間
、
ひ
め
嶋
迄
参
申
候
、
い
つ
迄
も
、
此

所
ニ
御
き
げ
ん
く
つ
ろ
ぎ
申
候
迄
ハ
可
有
之
候
、
ま
し
て
御
前
を
そ
こ
な
い
候

て
中
津
へ
可
参
事
に
て
無
之
候
、
御
次
而
の
折
々
、
能
様
ニ
候
て
可
給
候
、
…

尚
〳
〵
…
か
様
之
御
前
を
仕
な
し
候
事
、
外
聞
ハ
不
及
申
、
ミ
な
〳
〵
へ
も
め

ん
ぼ
く
も
無
之
候
、

　
　
　
　

（
十
一
月
一
〇
日　

忠
利
差
出
し
松
井
佐
渡
守
・
加
々
山
隼
人
・
沢
村
大

学
宛
て
、
松
二
四
一
〇
）

　【
史
料
二
六
】

　
　

一
、
我
等
事
、
は
ゝ
様
御
下
屋
敷
迄
可
参
之
由
、
そ
れ
ゟ
中
津
へ
帰
候
而
可
然

候
由
、
我
等
も
小
倉
へ
参
度
存
事
候
、
さ
れ
共
、
今
度
之
仕
合
、
何
共
迷
惑

申
候
間
、
そ
れ
へ
罷
越
候
と
も
両
人
よ
り
伏
見
へ
給
候
書
状
之
こ
と
く
御
前

へ
罷
出
候
事
も
成
間
敷
、
其
上
、
両
人
披
露
も
成
間
敷
之
由
ニ
候
き
、
左
様

ニ
可
有
之
候
、
御
前
ハ
御
機
嫌
悪
候
て
中
津
へ
参
甘
申
事
も
何
と
も
迷
惑
な

る
儀
ニ
候
間
、
先
、
此
嶋
ニ
い
つ
迄
も
居
可
申
候
事
、

　
　

一
、
其
上
、
何
と
も
被
仰
出
た
る
儀
も
不
承
候
へ
と
も
、
今
度
之
仕
合
、
我
等

心
ニ
か
様
ニ
迷
惑
仕
事
無
之
候
間
、
そ
れ
へ
罷
越
、
則
、
被
召
出
候
様
ニ
と
、

は
ゝ
様
へ
御
頼
申
上
候
事
も
、
間
も
無
之
事
候
間
、
為
我
等
者
成
間
敷
候
、

ま
し
て
両
人
も
不
成
事
候
間
、
先
、
い
つ
迄
も
、
此
嶋
ニ
居
可
申
候
、
は
ゝ

様
御
一
分
に
て
、
何
と
そ
被
仰
、
御
前
も
甘
、
一
度
御
目
見
も
仕
候
ヘ
ハ
、

中
津
へ
罷
越
候
而
も
忝
儀
共
候
、
又
、
此
ふ
ミ
の
外
我
等
そ
れ
へ
罷
越
候
と
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て
も
、
は
ゝ
様
へ
も
各
へ
も
可
申
事
も
無
之
候
、
…
尚
々
は
ゝ
様
へ
も
此
だ

ん
申
上
候
、
よ
き
や
う
ニ
可
被
申
上
候
、

　
　
　
　

（
十
一
月
十
五
日　

忠
利
差
出
し
松
井
佐
渡
守
・
沢
村
大
学
宛
て
、
松

二
六
〇
八
）

　

こ
れ
ら
の
書
状
の
中
で
忠
利
は
、
自
分
が
仕
出
か
し
た
こ
と
は
外
聞
が
悪
い
だ
け

で
な
く
、
家
老
衆
は
じ
め
家
臣
皆
々
に
も
合
わ
せ
る
顔
が
な
い
と
「
い
つ
ま
で
も
こ

の
島
に
い
た
い
」
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
忠
利
が
心
配
し
た
名
古
屋
普
請
の
借
銀
は
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。【
史

料
二
七
】
を
み
よ
う
。

　【
史
料
二
七
】

　
　

一
、
借
状
之
う
ら
判
、
書
判
ニ
忠
興
様
も
被
成
候
間
、
右
之
旨
可
然
由
、
則
、

書
判
ニ
な
を
し
申
候
、
此
前
ハ
借
状
も
万
事
之
用
も
、
此
印
判
に
て
済
申
候

故
、
右
之
分
ニ
候
キ
、

　
　

一
、
大
学
へ
申
候
、
彼
借
銀
之
儀
之
使
者
、　

忠
興
様
御
舟
之
便
船
ハ
、
御
法

度
之
由
、不
知
候
而
申
候
、其
外
之
能
便
候
ハ
ヽ
、上
せ
度
候
、無
左
候
ハ
ヽ
、

う
ん
賃
舟
可
有
之
候
間
、
此
方
ゟ
可
申
付
候
事
、

　
　
　
　

（
慶
長
十
六
年
二
月
八
日　

忠
利
差
出
し
松
井
佐
渡
守
・
沢
村
大
学
宛
て
、

松
二
六
一
三
）

　

翌
慶
長
十
六
年
、
忠
利
は
忠
興
の
袖
判
に
よ
っ
て
銀
を
借
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き

た
。
が
、
そ
の
上
方
へ
の
使
者
に
忠
興
の
便
船
を
使
う
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
忠
利
は

家
老
衆
に
他
の
都
合
の
い
い
便
船
で
使
者
を
上
ら
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
そ
れ
が

な
い
時
は
運
賃
船
を
自
分
が
用
意
す
る
と
伝
え
て
い
る
。
父
の
怒
り
が
解
け
な
い
う

ち
は
忠
利
の
出
費
は
さ
ら
に
嵩
む
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
『
綿
考
輯
録
』
に
は
、
そ
の
後
「
重
々
御
孝
心
を
つ
く
さ
れ
、
松
井
・
沢
村
及
ひ

正
源
院
等
に
就
て
、
段
々
被
仰
入
、
御
機
嫌
直
り
候
由
」（
第
四
巻
・
出
水
叢
書 

二
三
頁
）
と
、
忠
利
が
重
々
孝
行
を
尽
く
し
、
家
老
衆
が
あ
れ
や
こ
れ
や
と
取
り
成

し
て
忠
興
の
機
嫌
も
直
っ
た
と
書
い
て
い
る
。

ま
と
め

　

松
井
家
文
書
、
永
青
文
庫
の
史
料
を
使
っ
て
、
細
川
父
子
の
名
古
屋
城
石
垣
普
請

を
み
て
き
た
。
最
後
に
こ
の
報
告
の
ま
と
め
を
し
た
い
。

　

第
一
に
、
名
古
屋
城
石
垣
普
請
で
は
、
大
名
自
身
が
石
垣
の
石
の
質
、
数
の
見
積

も
り
、
切
り
方
な
ど
の
細
か
い
点
ま
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
。

　

第
二
に
、
幕
府
の
奉
行
と
大
名
た
ち
は
、
日
々
談
合
し
て
協
力
し
な
が
ら
普
請
を

し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
大
名
た
ち
の
技
術
・
経
験
が
共
有
さ
れ
て
、
石
垣
普
請

の
技
量
が
平
均
化
さ
れ
、
次
世
代
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

近
世
初
期
第
二
世
代
の
大
名
と
も
い
え
る
細
川
忠
利
は
、弱
冠
二
四
歳
の
若
さ
で
、

名
古
屋
城
御
普
請
の
苦
労
を
一
身
に
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初
の
予
定
の
三
倍

に
も
嵩
む
普
請
の
費
用
と
そ
れ
に
伴
う
借
銀
、
石
数
の
算
用
と
調
達
、
父
忠
興
が
全

権
を
委
任
し
た
普
請
奉
行
岡
村
半
右
衛
門
の
忠
利
へ
の
非
礼
と
、そ
の
結
果
の
成
敗
。

他
の
家
中
と
の
交
際
と
談
合
。
様
々
な
経
験
を
通
し
て
忠
利
は
辛
く
も
毎
年
の
よ
う

に
負
担
さ
れ
ら
れ
た
公
儀
御
普
請
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、
父
忠
興
や
、
忠
興
と
同
世
代
の

大
名
た
ち
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
が
、
細
川
忠
興
・
忠
利
父
子
に
み
る
近
世
初
期
の
大
名
の
石
垣
普
請
の
技
術

と
経
験
の
伝
授
の
実
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
大
名
の
石
垣
普
請
の
技
術
と
経
験
を

平
準
化
し
次
世
代
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
公
儀
普
請
の
機
能
の
一
端
で
あ
り
、
慶
長

期
、
名
古
屋
城
普
請
の
現
場
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。




